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は

じ

め

前
近
代
中
園
の
制
度
史
の
な
か
に
は
、
時
に
理
解
し
に
く
い
も
の
が
あ
る
。
清
朝
時
代
に
制
度
化
さ
れ
た
拍
復
が
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
前

近
代
の
中
園
で
は
、
他
に
類
を
見
な
い
高
度
な
官
僚
制
度
を
よ
り
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
非
常
に
綿
密
な
人
事
考
課
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
中
国
史
研
究
の
な
か
で
蓄
積
の
最
も
厚
い
分
野
の
一
つ
と
言
い
う
る
。
し
か
し
、

そ
の
人
事
考
課
制
度
に
よ
っ
て
庭

分
さ
れ
た
官
僚
を
封
象
と
す
る
損
復
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
金
銭
で
庭
分
の
減
軽
な

い
し
地
位
の
回
復
を
固
る
制
度
で
あ
り
、
庭
分
の
抜
け
道
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
綿
密
な
慮
分
制
度
と
こ
れ
に
封
す
る
金
銭
に
よ
る
回
復

制
度
と
は
、

一
見
し
て
相
容
れ
な
い
が
、
と
も
に
園
家
の
制
度
と
し
て
前
近
代
の
中
国
で
共
存
し
て
い
た
。
こ
れ
は
貰
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ

る

人
事
考
課
と
は
、
官
僚
の
勤
務
状
況
を
定
期
的
か
つ
経
常
的
に
許
慣
す
る
シ
ス
テ
ム
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
定
期
的
に
行
わ
れ
た
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「
京
察
」
「
大
計
」
の
ほ
か
に
、
具
樫
的
な
行
政
事
案
の
完
成
度
を
『
庭
分
則
例
」
な
ど
に
基
づ
い
て
許
債
し
、
そ
し
て
官
僚
に
賞
罰
を
輿
え

て
、
昇
進
瓢
退
を
決
め
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

清
代
の
拍
復
制
度
は
、
そ
の
考
課
制
度
に
よ
っ
て
「
降
級
」
や
「
革
職
」
な
ど
の
慮
分
を
受
け
た
官
僚
を
封
象
と
す
る
、
底
分
減
克
の
シ
ス

テ
ム
で
あ
っ
た
。
考
課
で
庭
分
を
受
け
た
官
僚
は
、
国
家
が
定
め
た
ル

l
ル
に
従
い
、
園
家
に
金
銭
を
納
め
て
、
慮
分
の
解
除
ま
た
は
減
軽
、

出
身
資
格
(
原
資
)
・
虚
街
(
原
街
)
・
矧
枝
(
原
伺
)
な
ど
の
回
復
を
指
納
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。
金
銭
で
任
官
資
格
な
ど
を
購
入
す
る

指
納
制
度
に
封
し
、
古
今
、
官
僚
腐
敗
の
温
床
で
あ
る
、
と
の
批
判
が
多
い
。
指
納
制
度
を
利
用
し
て
任
官
資
格
を
入
手
し
た
者
の
う
ち
、

さ

ら
に
貰
際
の
ポ
ス
ト
に
就
き
た
い
者
は
、
制
度
と
し
て
は
科
奉
の
出
身
者
と
同
じ
よ
う
に
、
吏
部
で
の
人
事
手
績
き
を
済
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら

(
l
)
 

な
い
。
つ
ま
り
、
指
納
出
身
者
の
任
官
に
封
し
て
は
、

一
定
の
制
限
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
慮
分
さ
れ
た
者
が
、
指
復
制
度
を
利
用
し
て
、
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底
分
を
減
軽
し
た
り
、
解
除
し
て
も
ら
い
、
底
分
さ
れ
る
以
前
の
地
位
に
最
大
限
の
と
こ
ろ
ま
で
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
れ
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ば
、
そ
の
官
僚
の
モ
ラ
ル
、
そ
し
て
枇
舎
へ
の
悪
影
響
は
、
金
銭
で
任
官
資
格
を
購
入
す
る
以
上
に
深
刻
な
も
の
に
遣
い
な
い
。
考
課
制
度
と

指
復
制
度
が
ど
の
よ
う
に
併
存
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
昔
時
の
支
配
者
は
、
ど
の
よ
う
な
理
念
で
指
復
を
貰
施
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
制
度
化
し

た
の
か
。
こ
れ
ら
は
、
前
近
代
中
園
の
官
僚
制
度
と
そ
の
理
念
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
我
々
は
前
近
代
中
国
官
僚
制
度
の
制
度
設
計
と
運
用
へ
の
理
解
を
よ
り
深
め
、
そ
れ
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
そ
の
時
代
の
支
配

理
論
を
考
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

ら
か
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
問
題
つ
い
て
は
、
『
清
園
行
政
法
』

本
稿
の
目
的
は
、
指
復
制
度
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
そ
し
て
清
朝
中
期
以
後
の
官
僚
制
度
に
封
し
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
輿
え
た
か
を
明

(
2
)
 

や
許
大
齢
に
お
い
て
筒
車
に
摘
れ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
管
見
の

限
り
、
官
僚
制
シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
お
け
る
損
復
制
度
の
存
在
、
と
り
わ
け
指
復
制
度
と
考
課
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ま
だ
見
首

た
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
明
朝
以
来
の
指
復
と
清
朝
の
考
課
を
概
観
し
た
う
え
で
、
清
朝
乾
隆
年
聞
に
お
け
る
損
復
制
度
の
成
立
と
そ
の
枠
組
み
を

7z 

検
討
す
る
。
そ
し
て
、
指
復
制
度
の
賓
施
に
よ
っ
て
官
僚
制
度
お
よ
び
枇
舎
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

f局

復

同リ

史

明
代
考
課
制
度
概
観

一
つ
の
政
策
も
し
く
は
一
つ
の
制
度
と
し
て
は
、
明
朝
時
代
に
な
る

一
定
の
年
限
や
皇
帝
の
恩
赦
を
待
つ
以
外
に
、
慮
分
の
解
除
を
期
待
す
る
こ

(
3
)
 

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
金
銭
で
庭
分
の
減
軽
を
は
か
る
行
篇
白
煙
が
、
庭
分
の
封
象
と
な
る
。
考
課
制
度
に
よ
っ
て
い
庭
分
さ
れ
た
官
僚
を
封
象

管
見
の
限
り
、
官
僚
が
金
銭
で
庭
分
の
解
除
や
減
軽
を
買
う
こ
と
は
、

ま
で
見
首
た
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
に
、
慮
分
を
受
け
た
官
僚
は
、

と
す
る
損
復
が
、
政
策
と
し
て
は
じ
め
て
登
場
し
た
の
は
、
明
朝
時
代
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
明
朝
時
代
で
は
、
「
指
復
」
と



い
う
名
稽
の
存
在
が
確
認
で
き
て
い
な
い
。

明
代
の
考
課
制
度
は
、
「
考
涌
」
と
「
考
察
」
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
唐
の
時
代
以
来
継
承
し
て
き
た
「
考
涌
」
と
は
、
任
期
満
了
を

迎
え
た
官
僚
に
封
し
行
な
わ
れ
る
考
課
を
指
す
用
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
・
六
・
九
年
の
任
期
ご
と
に
官
僚
の
勤
務
状
況
を
許
慣
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
昇
進
、
留
任
も
し
く
は
降
任
を
決
め
る
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
「
考
察
」
は
、
任
期
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
三
年
周
期
に
行
わ

れ
る
布
政
使
・
按
察
使
以
下
の
地
方
官
に
封
す
る
「
朝
観
考
察
」
(
「
外
計
」
)
と
六
年
ご
と
に
五
品
以
下
の
京
官
を
封
象
に
行
な
わ
れ
た
京
察
か

ら
な
る
考
課
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
考
漏
」
と
異
な
り
、
専
ら
「
庭
八
刀
」
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
。

「
考
漏
」
の
場
合
で
は
、
官
僚
の
勤
務
賦
況
を
「
栴
職
」
「
平
常
」
「
不
栴
職
」
と
い
う
三
段
階
で
許
債
を
行
っ
た
う
え
、
そ
れ
ぞ
れ
「
陸
二

等
」
「
陸
一
等
」
「
本
等
用
」
の
ほ
か
、
「
降
一
等
」
「
降
二
等
」
「
降
一
二
等
」
「
雑
職
用
」
「
罷
瓢
」
な
ど
の
庭
分
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
考
察
」
の
場
合
で
は
、
官
僚
の
人
物
と
そ
の
能
力
は
「
貧
」
「
酷
」
「
浮
操
」
「
不
及
」
「
老
」
「
病
」
「
罷
」
「
不
謹
」
と
い
っ
た
「
八
法
」

(
5
)
 

で
評
慣
さ
れ
る
。
官
僚
は
そ
の
評
慣
に
よ
り
「
致
仕
」
「
閑
住
矯
民
」
「
降
調
」
を
慮
さ
れ
る
。
な
お
、
正
統
年
間
(
今
回
三
六
一
四
四
九
)
よ

73 

り
、
明
朝
政
府
は
、
巡
察
御
史
に
強
い
監
察
権
を
付
奥
し
た
こ
と
に
よ
り
、
地
方
官
に
封
す
る
「
不
時
考
察
」
が
次
第
に
強
化
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
車
恵
媛
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
嘉
靖
二

O
年
(
一
五
回
二

一
一
月
か
ら
一
一
一
一
年
(
一
五
四
三
)
五
月
ま
で
の
約
二
十
箇
月
の
聞
に
、

四
O
五
名
の
地
方
官
が
考
察
に
よ
り
弾
劾
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
、
二
四
九
名
の
知
牒
が
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
教
が
全
園
の
知
牒
の
五
分
の

(
6
)
 

一
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
考
察
現
場
の
巌
し
い
賦
況
は
想
像
で
き
る
。

こ
の
「
考
漏
」
と
「
考
察
」
に
よ
る
降
職
庭
分
は
、
そ
も
そ
も
「
律
」
「
例
」
が
定
め
る
購
罪
の
封
象
で
は
な
い
し
、
明
代
景
泰
年
間
以
前

で
は
、
金
銭
な
ど
に
よ
る
解
除
や
減
軽
に
閲
す
る
制
度
上
の
規
定
も
い
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

明
代
に
お
け
る
指
復
の
賓
施
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オ
イ
ラ
ー
ト
エ
セ
ン

正
統
一
四
年
ご
四
四
九
年
)
、
瓦
刺
の
也
先
の
侵
攻
に
よ
る
「
土
木
の
饗
」
は
明
朝
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
た
。
明
朝
政
府
は
様
々
な
緊
急
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封
策
を
講
じ
、
北
方
の
園
境
線
を
は
じ
め
、
園
の
防
衛
睦
制
を
強
化
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
軍
事
費
の
緊
急
捻
出
の
た
め
、
指
納
の
賓
施
に
踏

(
7
)
 

み
切
っ
た
。

景
泰
元
年
(
一
四
五
O
)
閏
正
月
二
二
日
、
北
方
国
境
の
重
鎮
で
あ
る
大
同
へ
の
馬
草
を
調
達
す
る
た
め
、
明
朝
政
府
は
、
先
月
の
二
六
日

の
「
舎
人
軍
民
」
を
封
象
と
す
る
掲
納
措
置
に
績
い
て
、
そ
の
掲
納
の
針
象
を
さ
ら
に
官
僚
に
横
大
す
る
決
定
を
出
し
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
聴
選
官
」
と
「
承
差
」
が
、
「
草
千
五
百
束
」
、
「
難
事
官
」
が
「
草
二
千
束
」
を
大
同
ま
で
運
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
た

だ
ち
に
採
用
す
る
が
、
降
職
の
底
分
を
受
け
た
者
は
、
「
草
二
千
束
」
よ
り
さ
ら
に
「
千
五
百
束
」
を
拍
納
す
れ
ば
、
「
復
其
原
職
」
、

つ
宇
品
、
ハ
ノ

降
職
庭
分
を
受
け
る
前
の
「
原
職
」
に
復
時
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。

こ
れ
は
、
管
見
の
限
り
、
降
職
な
ど
の
行
政
庭
分
が
初
め
て
個
人
の
財
力
で
解
除
で
き
る
針
象
と
な
っ
た
事
例
で
あ
っ
た
。

つ
づ
い
て
、
七

月
二
六
日
、
戸
部
は
、
「
麿
降
」
庭
分
を
受
け
た
官
僚
が
、
百
五
十
石
の
米
を
臨
清
よ
り
山
西
省
北
部
の
代
州
ま
で
運
べ
ば
、
「
復
職
緋
事
」
で

(
9
)
 

き
る
、
と
の
規
定
も
上
奏
し
た
。

た
。
従
来
の
規
定
で
は
、
降
職
庭
分
を
受
け
た
者
は
、

こ
こ
の
「
磨
降
者
」
は
、
先
に
説
明
し
た
「
考
涌
」
で
「
降
一
等
」
か
ら
「
降
三
等
」
、
「
考
察
」
で
「
降
調
」
の
庭
分
を
受
け
た
者
で
あ
っ

(
川
)

そ
の
「
降
」
さ
れ
る
ポ
ス
ト
で
の
詮
選
を
待
つ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
景
泰
初
年
の

74 

「
掲
復
」
政
策
は
、
従
来
の
人
事
政
策
を
大
き
く
轄
換
さ
せ
た
措
置
で
あ
っ
た
。
降
職
の
慮
分
を
受
け
た
者
は
、

一
定
額
の
馬
草
や
米
を
政
府

の
指
定
先
に
運
ん
で
納
入
す
れ
ば
、
(
貫
際
に
降
職
さ
れ
る
こ
と
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
克
職
慮
分
を
受
け
た

官
僚
の
復
職
を
目
的
と
す
る
指
納
が
一
時
的
に
賓
施
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
成
化
二
年
(
一
四
六
六
)
閏
三
月
初
二
日
、
南
直
隷
の
飢
謹
を

救
済
す
る
た
め
に
、
監
生
資
格
な
ど
の
拍
納
が
聞
か
れ
た
。
数
日
後
の
一
四
日
、
戸
部
は
、
救
済
用
の
食
糧
を
確
保
す
る
た
め
、
「
無
臓
被
寛

官
吏
」
ら
を
針
象
に
損
納
を
賓
施
し
た
い
、
と
上
奏
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
戸
部
は
、
罷
克
さ
れ
た
「
雑
職
」
以
上
の
官
僚
が
、
「
百
石
」
な

い
し
「
三
百
石
」
の
米
を
揖
納
す
る
こ
と
を
候
件
に
、
彼
ら
の
「
還
職
着
役
」
を
認
め
よ
う
、
と
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
は
認
め
ら
れ
「
例
」

(
日
)

と
な
っ
た
。
嘉
靖
一
六
年
(
一
五
三
七
)
、
皇
帝
陵
や
宮
殿
の
建
設
工
事
費
を
調
達
す
る
た
め
、
新
た
な
「
開
納
事
例
」
が
賓
施
さ
れ
、
「
公



(ロ)

罪
」
を
犯
し
た
「
丈
武
官
吏
」
は
損
納
を
し
て
、
本
来
の
官
位
に
復
職
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ほ
ほ
同
じ
時
期
で
あ
る
が
、
「
会
貝
淫
酷
暴
」
で
罷
克
さ
れ
た
官
僚
を
封
象
に
、
馬
を
納
入
す
れ
ば
、
「
贈
官
」
を
許
す
提
言
が
な
さ
れ
た
。
こ

れ
に
封
し
、
吏
部
給
事
中
の
習
敬
は
、
「
名
節
既
街
、
廉
恥
莫
顧
」
(
名
節
が
既
に
騎
け
て
い
て
、
廉
恥
を
顧
み
な
い
)
と
批
判
し
、
そ
の
よ
う
な
官

(
は
)

僚
に
封
し
、
「
復
職
」
の
か
わ
り
に
「
冠
帯
」
を
輿
え
よ
う
と
の
折
衷
策
を
提
案
し
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
罷
克
さ
れ
た
官
僚

は
、
指
納
す
れ
ば
、
冠
帯
(
散
官
)
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
、
官
僚
と
し
て
の
睦
面
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結
局
、
「
賦
汚

(
日
)

之
吏
」
は
、
「
納
粟
納
草
」
を
し
て
、
こ
と
ご
と
く
「
郷
間
之
恥
」
を
隠
し
、
冠
帯
し
て
蹄
郷
し
た
と
い
う
。
罷
克
し
た
官
僚
に
封
し
冠
帯
閑

住
の
損
納
を
許
す
政
策
は
、
景
泰
年
間
以
後
も
何
度
も
賓
施
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
天
順
七
年
(
一
四
六
三
)
頃
、
陳
西
省
で
護
生
し
た
飢
鐘

の
麿
急
封
策
と
し
て
、
罷
克
し
た
丈
武
官
僚
に
封
し
、
「
納
米
四
百
石
」
を
「
陳
西
歓
糧
庭
」
に
損
納
す
れ
ば
、
「
冠
帯
」
を
奥
え
る
政
策
が
賓

(
日
)

施
さ
れ
た
。
成
化
元
年
(
一
四
六
三
)
一

O
月
、
北
直
隷
保
定
の
水
害
を
救
助
す
る
た
め
の
「
納
米
済
荒
事
例
」
が
賓
施
さ
れ
た
。
「
縁
事
除

(

日

山

)

名
」
さ
れ
た
「
丈
職
」
官
僚
は
、
こ
の
「
事
例
」
に
従
い
、
米
三
百
石
を
納
入
す
れ
ば
「
冠
帯
閑
住
」
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
明
代
で
は
、
罷
克
さ
れ
た
官
僚
は
、
時
に
賓
施
さ
れ
た
「
事
例
」
に
従
い
、
米
な
ど
を
納
入
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
「
冠
帯

75 

閑
住
」
の
許
可
を
得
る
だ
け
で
、
「
降
級
」
「
罷
克
」
な
ど
の
庭
分
を
、
「
土
木
の
愛
」
な
ど
の
一
時
期
を
除
い
て
掲
納
で
克
除
し
た
り
、
減
軽

し
た
り
す
る
の
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
要
す
る
に
、
明
代
の
「
拍
復
」
は
、
固
定
化
さ
れ
た
制
度
で
は
な
く
、

一
時
的
に
賓
施
さ

れ
た
「
政
策
」
で
あ
っ
た
。

清
代
に
お
け
る
損
復
制
度
の
成
立

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
損
復
制
度
は
、
考
課
制
度
に
よ
り
庭
分
さ
れ
た
官
僚
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
ま
ず
清
代
の
考

課
制
度
を
指
復
と
の
闘
連
性
の
↓
咽
角
か
ら
考
え
て
お
き
た
い
。
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清
代
に
お
け
る
考
課
制
度
の
概
観

① 

制

度

の

整

備

清
代
に
お
け
る
損
復
が
成
立
し
て
い
く
過
程
は
、
考
課
制
度
が
整
備
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
清
代
考
課
制
度
の
特
徴
と
し
て
は
、
惇

統
理
念
に
基
づ
く
従
来
の
考
課
制
度
を
継
承
す
る
一
方
で
、
明
末
に
新
た
に
蓋
頭
し
て
く
る
考
成
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
、
そ
の
適
用
範

(
打
)

園
を
次
第
に
掻
大
さ
せ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

順
治
三
年
(
一
六
四
六
)
よ
り
、
銭
糧
の
徴
収
に
考
成
法
が
導
入
さ
れ
、
州
牒
地
方
官
に
封
し
定
額
ど
お
り
の
徴
収
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。

た
と
え
そ
の
「
未
完
」
が
定
額
銭
糧
の
一
割
で
あ
っ
て
も
、
知
州
知
牒
は
罰
俸
一
年
を
科
さ
れ
、
陸
任
や
異
動
も
停
止
さ
れ
、
そ
の
「
未
完
」

分
の
早
期
徴
牧
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
順
治
年
間
よ
り
康
鼎
年
聞
の
初
頭
に
か
け
て
、
考
成
の
封
象
は
、
次
第
に

治
安
に
閲
す
る
案
件
も
考
成
の
適
用
封
象
で
あ
っ
た
。
特
に
盗
案
の
庭
理
に
つ
い
て
は
、
期
間
内
に
犯
人
を
逮
捕
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

76 

州
牒
に
よ
る
銭
糧
徴
牧
の
あ
ら
ゆ
る
税
目
に
行
き
渡
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
「
疎
防
」
の
罪
に
間
わ
れ
、
拭
況
に
磨
じ
「
住
俸
」
「
降
級
調
用
」
「
降
級
留
任
」
、
お
よ
び
「
草
職
」
な
ど
の
庭
分
を

科
さ
れ
る
。
康
配
二
五
年
(
一
六
七
六
)
頃
、
江
南
嘉
定
牒
で
殺
人
事
件
が
護
生
し
た
。
知
牒
の
陸
臨
其
は
、
詮
擦
が
乏
し
い
か
ら
、
「
是
盗
是

仇
、
未
可
遮
定
」
(
強
盗
殺
人
な
の
か
仇
殺
な
の
か
は
す
ぐ
断
定
で
き
な
い
)
、
と
「
賓
報
」
し
た
。
そ
の
後
、
「
異
盗
」
の
犯
人
が
逮
捕
さ
れ
た
。
こ

れ
を
受
け
て
、
「
部
議
」
は
、
最
初
か
ら
「
盗
」
と
明
確
に
し
な
か
っ
た
陸
臨
其
に
は
「
詳
匿
」
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
「
例
」
を
引
い
て
彼

を
「
革
職
」
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
康
照
九
年
ご
六
七
O
)
で
進
士
に
合
格
し
、

一
年
あ
ま
り
、
陸
臨
其
は
失
職
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事
案
か
ら
は
、
盗
案
に
針
す
る
考
成
運
用
の
賓
態
を
謹
み
取
れ
よ
う
。

一
四
年
(
一
六
七
五
)
七
月
に
嘉
定
牒
に
着
任
し
て
わ
ず
か

行
政
現
場
で
の
運
用
掻
大
に
つ
れ
て
、
考
課
規
定
の
整
理
も
行
わ
れ
た
。

康
照
九
年
(
一
六
七
O
)
、
湖
底
遁
監
察
御
史
李
之
芳
の
提
言
に
よ
り
、
清
朝
政
府
は
、
慮
分
の
規
定
を
「
徹
底
萱
定
」
す
る
作
業
に
入
っ
た
。



(
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口

)

そ
の
後
、
康
配
二
二
年
(
一
六
七
三
)
と
二
五
年
(
一
六
八
六
)
に
、
改
正
し
て
増
添
し
た
「
慮
分
則
例
」
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
官
僚
に

封
す
る
締
め
付
け
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
。
康
回
一
二
二
年
(
一
六
八
三
)

一
一
月
一
八
日
、
「
九
卿
信
事
科
道
」
官
ら
は
皇
帝
の
命
令
を
受
け
て
、

案
件
庭
理
所
要
期
間
の
短
縮
と
部
下
へ
の
監
督
強
化
を
提
案
し
た
。

つ
ま
り
「
人
命
事
件
」
の
「
審
結
」
は
「
原
限
一
年
」
を
「
六
個
月
」
に
、

「
州
牒
官
白
理
事
件
」
の
「
完
結
」
は
「
原
限
一
月
」
を
「
二
十
日
」
に
す
る
と
し
、
そ
の
期
限
を
過
、
ぎ
て
庭
理
で
き
な
か
っ
た
州
牒
官
、
そ

(
初
)

し
て
そ
の
州
牒
官
を
摘
護
し
な
か
っ
た
線
督
巡
撫
の
責
任
を
問
い
、
「
議
庭
」
す
る
と
さ
れ
る
。

康
照
二

0
年
代
よ
り
嘉
正
の
初
年
に
至
る
ま
で
、
官
僚
の
考
課
に
閲
す
る
規
定
が
絶
え
ず
蓄
積
さ
れ
、
人
事
考
課
の
現
場
で
適
用
さ
れ
て
い

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
官
僚
、
と
り
わ
け
行
政
の
末
端
に
位
置
す
る
州
幌
地
方
官
、

お
よ
び
彼
ら
を
監
督
す
る
立
場
に
位
置
す
る
督
撫
や
知
府

は
、
頻
繁
に
懲
戒
や
庭
分
を
課
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
落
正
元
年
(
一
七
二
三
)
二
月
、
吏
部
は
計
百
八
十
七
事
案
、
延

(
江
)

べ
三
百
四
十
七
名
の
地
方
官
を
「
議
慮
」
し
て
い
庭
分
し
た
。
こ
う
し
た
運
用
経
験
を
も
と
に
、
羅
正
の
末
か
ら
乾
隆
の
初
頭
に
か
け
て
新
た
な

(
勾
)

『
欽
定
六
部
庭
分
則
例
』
が
相
次
ぎ
公
刊
さ
れ
、
清
代
の
官
僚
考
課
制
度
は
次
第
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

② 

清
朝
考
課
制
度
の
特
徴
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清
代
で
は
、
犯
し
た
過
失
の
内
容
や
程
度
な
ど
に
よ
っ
て
、
官
僚
は
そ
れ
ぞ
れ
「
罰
俸
」
(
一
ヶ
月
か
ら
二
年
)
、
「
降
級
」
(
降
一
級
官
任
か
ら

降
五
級
調
用
)
、
「
革
職
」
(
革
職
留
任
か
ら
革
職
、
水
不
紋
用
)
、
計
三
種
類
一
八
級
の
慮
分
を
受
け
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
考
課
制
度
の
特
徴
に
つ
い
て

簡
単
に
ま
と
め
よ
う
。

第
一
に
、
綿
密
な
庭
分
規
定
。
「
庭
分
則
例
」
に
よ
れ
ば
、
庭
分
は
行
政
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え

ば
、
官
印
の
紛
失
が
報
告
さ
れ
れ
ば
、
首
の
正
印
官
は
直
ち
に
「
草
職
留
任
」
と
慮
分
さ
れ
、
官
印
の
護
見
に
全
力
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
彼
は
五
日
以
内
に
そ
の
紛
失
し
た
官
印
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
革
職
留
任
」
の
庭
分
が
解
除
さ
れ
る
。
今
度
は
、
そ
の
官
印

の
不
正
使
用
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
「
降
一
級
調
用
」
(
不
正
使
川
市
な
し
)
ま
た
は
「
降
二
級
調
用
」
(
不
正
使
用
あ
り
)
の
庭
分
を
受
け

(
お
)

る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。
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第
二
に
、
慮
分
の
加
算
。

一
例
を
あ
げ
よ
う
。
無
錫
牒
知
牒
だ
っ
た
李
攻
は
徴
税
責
任
者
と
し
て
、
在
任
中
、
「
皐
租
追
徴
」
(
九
案
)
・
「
防

空
追
徴
」
(
四
案
)
・
「
牙
税
追
徴
」
(
二
案
)
・
「
騨
拍
追
徴
」
(
二
案
)
・
「
那
移
追
徴
」
(
一
案
)
・
「
兵
米
追
徴
」
(
一
案
)
・
「
軍
需
追
徴
」
(
一
案
)
を

全
額
徴
牧
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
吏
部
は
「
例
」
に
照
ら
し
、
李
攻
に
「
毎
案
罰
俸
一
年
」
、

つ
ま
り
計
二
十
案
H

二
十

年
分
の
俸
帳
を
罰
俸
す
る
こ
と
を
議
し
て
裁
可
さ
れ
た
。
李
攻
は
、
「
例
監
」
出
身
で
、
嘉
正
元
年
ご
七
二
三
)
七
月
に
無
錫
牒
に
着
任
し
て

か
ら
、
在
任
期
間
は
わ
ず
か
二
年
鈴
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
徴
税
事
案
は
、
ほ
と
ん
ど
歴
代
の
前
任
者
が
残
し
た
も
の
で
あ
り
、
十

年
以
上
前
の
奮
案
も
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
罰
せ
ら
れ
る
俸
誌
の
年
数
が
在
任
期
間
の
年
数
を
は
る
か
に
上
回
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、

(
江
)

人
矯
的
な
要
素
が
排
除
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
慮
分
は
過
失
の
件
敢
に
麿
じ
て
機
械
的
に
加
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
枚
奉
に
堪
え
な
い
。

第
三
に
、
庭
分
の
連
帯
責
任
。

一
人
の
官
僚
が
庭
分
さ
れ
る
と
、
必
ず
そ
の
上
司
ま
た
は
部
下
の
責
任
を
問
い
、
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
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と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
州
牒
で
「
、
盗
案
」
が
護
生
す
れ
ば
、
そ
の
知
州
知
牒
は
現
場
責
任
者
と
し
て
犯
人
逮
捕
に
努
め
る
ほ
か
、
そ
の
州
牒

を
管
轄
す
る
知
府
お
よ
び
道
員
も
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
を
負
わ
せ
ら
れ
る
。
所
定
期
間
内
に
犯
人
の
逮
捕
が
で
き
な
け
れ
ば
、
現
場
責
任
者
の
知

(
お
)

州
知
牒
は
「
住
俸
」
な
い
し
「
降
一
級
調
用
」
を
課
さ
れ
る
が
、
知
府
や
這
員
は
少
な
く
と
も
「
罰
俸
六
個
月
」
を
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
潅

正
三
年
(
一
七
二
五
)

一
O
月
二
九
日
夜
、
河
南
省
認
一
平
牒
察
山
岡
庖
地
方
に
住
ん
で
い
る
生
員
徐
志
野
の
家
に
強
盗
が
押
し
入
っ
て
、
「
銀
銭
衣

年
(
一
七
二
六
)
四
月
一
一
一
日
に
、
涼
一
千
牒
典
史
と
知
勝
、

飾
」
を
奪
っ
て
逃
げ
た
。
こ
の
案
件
は
、
護
生
し
て
か
ら
四
箇
月
を
経
過
し
て
な
お
検
奉
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
河
南
巡
撫
田
文
鏡
は
嘉
正
四

(
お
)

お
よ
び
汝
寧
府
知
府
と
分
巡
這
を
「
疎
防
」
の
罪
で
「
題
参
」
し
た
。
そ
の
典
史

と
知
牒
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
現
場
責
任
者
で
あ
り
、
残
り
の
二
人
は
そ
の
上
司
で
あ
っ
た
。

第
四
、
徹
底
し
た
責
任
追
及
。
清
朝
時
代
で
は
、
行
政
の
責
任
者
に
釘
し
、
治
下
の
あ
ら
ゆ
る
案
件
の
検
翠
摘
護
を
求
め
て
い
て
、
責
務
を

果
た
さ
な
い
者
が
庭
分
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
盗
案
」
の
場
合
、
護
生
し
て
か
ら
最
長
四
年
四
箇
月
の
時
貼
で
、
犯
人
の
逮
捕
を
な
お
果
た

し
て
い
な
い
知
州
知
牒
は
、
「
降
一
級
調
用
」
を
科
さ
れ
る
が
、
後
任
の
知
州
知
牒
は
な
お
犯
人
逮
捕
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。



こ
の
よ
う
な
庭
分
規
定
か
ら
、
清
朝
時
代
に
お
け
る
考
課
制
度
の
精
一
肺
が
誼
み
取
れ
る
。

つ
ま
り
、
解
決
で
き
な
い
案
件
は
存
在
し
な
い
と
さ

れ
、
そ
れ
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
闘
係
官
僚
の
過
失
や
無
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
首
然
そ
の
関
係
官
僚
に
慮
分
が
輿
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
案
件
を
解
決
す
る
以
前
に
、
案
件
が
護
生
し
た
こ
と
白
瞳
が
闘
係
官
僚
の
過
失
や
無
能
と
さ
れ
、
そ
れ

を
解
決
し
犯
人
を
逮
捕
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
罪
を
あ
が
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
四
酷
か
ら
清
朝
官
僚
の
勤
務
環
境
を
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
考
課
制
度
の
も
と
で
、
行
政
の
現
場
で
何
ら
か
の
事
件

や
案
件
が
護
生
す
る
な
ら
ば
、
現
場
の
責
任
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
上
司
な
い
し
閥
係
官
僚
の
す
べ
て
が
責
任
を
問
わ
れ
、
何
ら
か
の
庭
分
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
い
く
ら
闘
ん
で
職
務
を
全
う
し
よ
う
と
努
め
て
も
、
部
下
や
闘
係
者
の
原
因
で
何
ら
か
の
庭
分
を
受
け
る
可
能

性
が
あ
る
。
清
朝
時
代
の
官
僚
た
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
空
気
の
な
か
で
勤
務
し
て
い
て
、
官
界
に
入
っ
て
か
ら
無
傷
で
「
致
仕
」
(
定
年
)

を
迎
え
ら
れ
る
者
が
け
っ
し
て
多
く
な
か
っ
た
。
官
僚
の
「
街
名
」
に
あ
る
「
降
八
級
又
降
七
級
又
降
六
級
留
任
」
、
「
降
一
級
留
任
又
降
一
級

(
幻
)

留
任
又
降
一
級
留
任
又
降
三
級
留
任
又
降
六
級
留
任
」
の
よ
う
な
も
の
か
ら
、
彼
ら
が
頻
繁
に
庭
分
さ
れ
た
こ
と
は
分
か
る
。

79 

③ 

処

分

の

解

除

官
僚
た
ち
が
受
け
た
庭
分
は
、
「
開
復
」
ま
た
は
「
抵
舘
」
に
よ
り
解
除
さ
れ
る
。
「
聞
復
」
と
は
、
廃
分
を
さ
れ
て
か
ら
一
定
の
時
間

(
「
降
級
留
任
」
は
三
年
、
「
革
職
留
任
」
は
四
年
)
を
経
過
し
、
ま
た
は
そ
の
職
務
を
無
事
に
果
た
し
て
、

か
つ
新
た
な
「
議
庭
」
さ
れ
る
事
案
が

よ
ム
j
L
、ま、

J
J
J
U
ル
イ

1
u
v

そ
の
庭
分
が
解
除
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
功
績
を
撃
、
げ
た
場
合
、
開
復
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
抵
錯
」
と
は
、
官
僚
の
も
つ

(
お
)

「
加
級
」
が
慮
分
と
相
殺
し
う
る
仕
組
み
で
あ
る
。

上
記
二
つ
の
方
法
に
は
、
共
通
す
る
部
分
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、

一
定
の
期
限
を
無
事
に
過
ご
す
か
ま
た
は
一
定
の
功
績
を
奉
げ
る
こ
と
が

必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
「
一
定
の
功
績
」
を
立
て
る
可
能
性
は
け
っ
し
て
な
い
と
は
一
言
え
な
い
も
の
の
、
慮
分
の
関
係
規
定
を
謹
め
ば
分

655 

か
る
よ
う
に
、

い
つ
庭
分
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
空
気
が
漂
っ
て
い
る
清
朝
時
代
の
官
界
で
は
、
何
ら
か
の
こ
と
で
さ
ら
に
底
分
を
受
け
る
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可
能
性
の
ほ
う
が
は
る
か
に
高
か
っ
た
。
ま
た
、
「
開
復
」
を
待
っ
て
い
る
聞
に
さ
ら
に
庭
分
を
受
け
な
い
保
誼
は
な
い
。

慮
分
を
受
け
て
い
る
官
僚
た
ち
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
切
貰
な
問
題
は
、
自
分
の
昇
進
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
罰
俸
」
で
俸
職
を
も
ら
え

な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
、
罰
せ
ら
れ
る
俸
椋
を
完
納
す
る
ま
で
に
は
陸
任
や
調
任
の
人
事
が
で
き
な
い
た
め
、
普
段
通
り
の
昇
進
が
期
待
で
き

(

刈

〕

)

な
く
な
る
。
官
僚
た
ち
に
と
っ
て
、
受
け
た
底
分
を
一
日
で
も
早
く
取
り
消
す
こ
と
は
、
荷
を
降
ろ
し
て
官
界
で
生
き
残
る
た
め
の
最
低
の
僚

件
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
上
述
し
た
李
攻
の
ケ
ー
ス
で
分
か
る
よ
う
に
、
彼
は
罰
せ
ら
れ
た
二
十
年
分
俸
時
の
全
額
を
完
納
し
な
け
れ
ば
、
陸

任
あ
る
い
は
調
任
は
ほ
ぼ
絶
望
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。
離
任
を
と
も
な
う
「
降
級
調
用
」
な
ど
を
課
さ
れ
る
場
合
、
問

題
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
。
そ
の
庭
分
を
「
抵
舘
」
で
き
る
「
加
級
」
や
「
記
録
」
が
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
庭
分
が
「
銭
糧
」
な
ど
に

か
か
わ
る
「
抵
錆
」
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
最
低
で
も
数
年
先
の
「
開
復
」
に
な
る
ま
で
待
つ
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
「
聞

復
」
は
本
来
の
地
位
を
回
復
す
る
約
束
で
は
な
か
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
清
朝
時
代
の
官
僚
に
と
っ
て
、
庭
分
を
い
ち
早
く
解
除
す
る
の
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
か
な
り
長

80 

い
年
月
、
か
な
り
大
量
な
財
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
で
、

や
っ
と
一
定
の
官
位
に
登
り
つ
め
た
官
僚
が
、
庭
分
で
昇
進
停
止
な
い
し
降
職
や

罷
克
に
な
る
と
、
長
年
の
努
力
と
投
資
は
す
べ
て
無
意
味
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
人
生
の
這
が
突
然
中
断
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
官
僚
の
一
部
は
、
「
聞
復
」
以
外
に
、
簡
単
か
つ
迅
速
に
慮
分
を
解
除
で
き
る
手
段
を
期
待
し
た
こ
と
が
分

か
る
。
下
降
移
動
を
な
る
べ
く
最
小
限
に
と
ど
め
た
い
官
僚
が
多
く
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
を
封
象
と
す
る
拍
復
制
度
の
賓
施
環
境

と
い
え
よ
う
。
以
下
で
は
、
清
代
に
お
け
る
拍
復
の
成
立
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

清
代
指
復
の
創
始
期
|
|
康
配
…
一
四
年
1
乾
隆
三

O
年

清
朝
時
代
の
揖
復
は
、
康
照
年
聞
に
創
始
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
康
配
…
一
四
年
(
一
六
七
五
)
か
ら
乾
隆
三

O
年
(
一
七
六
五
)
ま
で
は
、
明

朝
の
や
り
方
を
踏
襲
し
て
、
政
府
が
必
要
な
時
に
だ
け
指
復
の
賓
施
を
行
な
っ
た
。
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康照一四年乙卯指例措復条項

身分 指復基準 報奨

在京四五品満漢文武官、翰林史部官/在外道員、副将 銀6，000雨

知府 官民5，000雨 原品録則

在京j雨漢六品以下/在外運岡、善主将以下 銀2，500雨

文武進士 銀1，500雨

挙人 銀800雨
復渥補用

頁監 銀200爾

生員 銀120雨

[表リ

出典:鯵茎孫『雲自在禽筆記1 r古撃葉刊』第四編(上海，上海図粋挙報示il，1913年)，下知第

6a-b頁。

清
代
に
お
い
て
指
復
賓
施
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
三
藩
の
乱
で
あ
っ
た
。
康
照
一

二
年
(
一
六
七
三
)
末
、
三
藩
の
乱
が
護
生
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
清
朝
中
央
政
府
は
、
軍

事
費
の
調
達
に
奔
走
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
を
蓋
く
し
て
財
源
の
開
拓
に
努
め
て
い
た
。

康
回
二
四
年
(
一
六
七
五
)
、
清
朝
政
府
は
、

そ
れ
ま
で
に
な
い
最
大
規
模
の
拍
納
、

通
稽

「
乙
卯
指
例
」
を
賓
施
し
た
。
こ
の
指
例
の
項
目
の
な
か
に
、
貢
生
や
監
生
の
ほ
か
、
賓
官

お
よ
び
揖
復
が
含
ま
れ
て
い
る
。
謬
茎
孫
に
よ
れ
ば
、
損

(
初
)

復
の
基
本
規
定
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

の
任
官
資
格
と
選
任
の
優
先
権
、

ま
ず
は
指
復
の
資
格
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
職
務
上
の
過
失
で
革
職
庭
分
を
受
け
た
、
四

品
以
下
の
京
官
と
遁
員
副
将
以
下
の
外
官
、
②
い
わ
ゆ
る
「
江
南
奏
鋪
案
」
で
革
職
慮
分
を

受
け
た
地
方
官
、
身
分
を
剥
奪
さ
れ
た
進
士
、
畢
人
、
生
員
で
あ
っ
た
。
次
は
損
復
の
基
準

81 

で
あ
る
(
【
表
1
】
参
照
)
。
こ
の
基
準
に
従
っ
て
所
定
額
の
銀
を
納
め
れ
ば
、
草
職
し
た
官

僚
は
、
「
原
品
」
で
再
び
登
用
さ
れ
、
挙
位
を
擬
奪
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
出
身
資
格
を
再
び

輿
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
『
雲
自
在
高
筆
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
乙
卯
拍
例
」
の
全
容
で
は
な

ぃ
。
そ
こ
に
記
し
て
い
る
「
革
職
」

の
ほ
か
に
、
「
降
級
調
用
」
も
損
復
の
封
象
で
あ
っ
た
。

康回…

一
年
(
一
六
七
二
)
、
順
天
郷
試
副
考
官
に
任
命
さ
れ
た
翰
林
院
編
修
の
徐
乾
隆
一
子
は
、

「
漢
軍
巻
」
を
「
遺
取
」
し
た
こ
と
を
理
由
に
「
降
一
級
調
用
」
の
底
分
を
受
け
た
。
三
年

後
の
康
配
…
一
四
年
(
一
六
七
五
)
、
彼
は
指
例
に
従
い
「
原
級
」
を
指
復
し
、
編
修
に
復
掃
し

(
む
)

た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
降
級
調
用
」
と
「
革
職
」
の
底
分
を
受
け
た
者
に
封
し
、
指
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康照一九年貴州指納事例措復条項

身分 指復基準 報奨

原任在京四五品文武官員
糧2，000石・草140，000束

原任在外道府副将

原任在京六品以下文武官員
糧800石・草56，000束

在外運岡、同知遇*IJ以下 復還官員原職録用

革斥文武進士 糧400石・草28，000束

革斥奉人 :渥200石・草14，000束

原係貢生・監生 糧40石・草2，800束

降級調用文武官員 糧160石・草11，200束 復還原級録用

[表21

復
の
遁
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

康
阻
…
一
七
年
(
一
六
七
八
)
八
月
に
呉
三
桂
が
死
ん
だ
あ
と
、
「
三
藩
の
乱
」
が
次
第
に
鎮

医
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
清
朝
政
府
は
、
奮
三
藩
地
域
に
お
け
る
善
後
庭
置
の
た
め
、
現

地
で
指
納
を
賓
施
さ
せ
た
。
康
阻
…
一
九
年
(
一
六
八
O
)
に
賓
施
さ
れ
た
「
貴
州
指
納
事

例
」
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
項
目
は
、
「
乙
卯
損
例
」
か
ら
継
承
し
て
き
た
貢
監
の

入
皐
資
格
、
賓
官
の
任
官
資
格
、
賓
官
の
選
任
優
先
権
、
加
級
、
記
録
の
ほ
か
、
損
復
も
含

ま
れ
た
(
【
表
2

】

)

0

「
乙
卯
指
例
」
に
比
べ
れ
ば
、
「
翰
林
吏
部
官
」
が
指
復
の
封
象
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
、

損
復
基
準
は
「
銀
」
で
は
な
く
、
「
糧
」
や
「
草
」
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
指
復

82 

出典六部則例全書・戸部則例巻十・指紋』。

者
は
、
こ
の
「
事
例
」

の
規
定
に
従
い
、
「
乙
卯
損
例
」
と
同
じ
よ
う
に
「
原
職
」
あ
る
い

は
「
原
級
」
を
指
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
『
六
部
則
例
全
書
・
戸
部
則
例
・
指
殺
』

の
紀

録
に
よ
れ
ば
、
清
朝
政
府
は
、
康
照
二

O
年
(
一
六
八
一
)
以
後
さ
ら
に
拍
復
を
賓
施
し
た

(
【
表
3】

)

0

以
上
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
康
照
年
間
の
損
復
は
、
損
納
で
「
降
級
留
任
」
「
降
級
調
用
」

「
草
職
」
「
罰
俸
停
陸
」

の
慮
分
を
解
除
さ
れ
る
も
の
を
中
心
に
、

ほ
と
ん
ど
一
時
的
な

「
政
策
」
で
あ
り
、
「
現
行
事
例
」
の
よ
う
な
固
定
化
さ
れ
た
「
制
度
」
で
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
明
朝
型
の
指
復
を
踏
襲
し
て
、
必
要
な
時
期
に
賓
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
臨
時
性
の
損
復
「
政
策
」
は
、
潅
正
年
聞
を
経
て
乾
隆
の
中
期
に
か
け
て
断
績
的

に
(
貫
施
さ
れ
て
い
た
。
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[表31 康照年間指復表

賓施年代 事例名 指復封象

康照二八年 直隷f日納事例 降級留任

康照二八年 山西指車内事例 降級留任

康照三O年 大同張家円掲納事例
因公設誤革職

降級留任

因公註誤革職

康照三O年 甘粛掲納事例 降級留任

!期退進士奉人貢監

康照三今年 西安指納事例 降級調用

康照三四年 通倉運米事例 降級留任

康照四三年 山東損納事例
罰俸停陸

降級留任

康照四五年 t白馬事例
降級

革職

康照五O年 戸部掲銀事例
因公註誤降級調用

因公註誤革職

罰俸停陸

康照五二年 幅建開指事例
降級留任

革職留任

瓢退進上奉人貢慌

康照五三年 度東虞西拐納
罰俸停陸

降級留任

康照五三年 甘粛糧草事例
因公註誤革職

降級留任

康照五三年 江南常平倉事例
罰俸停除

|年級情任

降級留任

康照五六年 甘粛湖灘河所指例 車号室解任

車号室革職

康照子王八年 大|司宣府保養蛇馬指例 罰俸停陸

康照五八年 西鳳指補運米脚債事例 降級調用

罰俸停陸

康照五八年 湖灘河所指駐事例 革職留任

革職

83 
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降級留任

降俸降級停陸任
雲南招補事例康照六O年

羅
正
二
二
年
(
一
七
三
五
)
六
月
、
戸
部
は
「
珠
箸
糧
運
事
例
」
の
賓
施
規
定
を
上
奏
し
た
。
そ
の
な
か
で
官
僚
の
損
復
に

つ
い
て
は
、
線
督
巡
撫
が
「
特
参
」
し
た
「
凶
悪
」
の
者
を
除
い
て
、
草
職
の
庭
分
を
受
け
た
者
は
「
原
職
」
を
損
復
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

乾
隆
帝
は
即
位
し
て
間
も
な
く
、
貢
生
や
監
生
の
損
納
を
恒
常
化
さ
せ
た
一
方
で
、
他
の
指
納
を
停
止
さ
せ
た
。
そ
の
後
、

乾
隆
帝
は
、
「
封
典
」
と
い
っ
た
園
家
楽
典
を
も
常
時
に
揖
納
で
き
る
よ
う
に
し
た
が
、
損
復
に
つ
い
て
は
、
乾
隆
帝
は
康
照

帝
以
来
の
政
策
を
継
承
し
、
事
案
ご
と
に
賓
施
さ
せ
た
。

乾
隆
九
年
(
一
七
四
四
)
五
月
、
直
隷
地
域
で
水
害
が
護
生
し
た
。
災
害
封
策
の
一
環
と
し
て
「
直
賑
事
例
」
が
賓
施
さ
れ

そ
の
規
定
の
な
か
に
指
復
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
指
復
の
候
件
は
、
「
京
職
外
任
降
(
降
級

る
こ
と
に
な
り
、

で
、
し
か
も
「
公
罪
」
で
底
分
さ
れ
、
「
除
罪
」
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

留
任
と
降
級
制
用
)
草
(
革
職
)
人
員
」

(
お
)

分
か
る
。
七
月
に
な
っ
て
、
吏
部
は
、
戸
部
よ
り
送
附
さ
れ
た
指
復
者
の
闘
係
書
類
を
「
逐
一
察
核
」
し
た
と
こ
ろ
、
指
復
封

84 

象
の
範
園
を
さ
ら
に
掻
大
す
る
案
を
上
奏
し
た
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
ま
で
拍
復
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
「
私
罪
」
で
革
職
庭
分
を

(
泊
)

受
け
た
者
も
、
「
絵
罪
」
の
な
い
こ
と
を
僚
件
に
拍
復
を
許
さ
れ
た
、
と
い
う
。

出典六部則例全書・戸部則例・掲絞』。

そ

の

後

、

「

江

賑

事

例

」

(

乾

隆

一

一

七

五

七

)

、

「

珠

工

事

例

」

(

同

二

六

年

、

(
お
)

七
六
一
)
が
相
次
ぎ
賓
施
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
「
事
例
」
に
は
す
べ
て
損
復
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
吏
部
が

年

一
七
四
六
)
、
「
河
工
事
例
」
(
同
二
二
年
、

指
復
事
案
を
報
告
す
る
題
本
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
る
「
暫
開
」
の
用
語
な
ど
か
ら
も
、
指
復
は
一
時
的
な
政
策
と
し
て
賓
施

(
泌
)

さ
れ
た
こ
と
が
誼
み
取
れ
よ
う
。



清
代
損
復
制
度
の
成
立
期
|
|
乾
隆
三
O
年
l
三
五
年

①
外
補
制
度
補
完
の
提
案

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
乾
隆
年
聞
の
中
頃
ま
で
に
、
庭
分
の
指
復
は
、
貢
監
拍
納
の
よ
う
に
常
時
に
賓
施
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
を
恒
常
化
に
し
た
き
っ
か
け
は
、
外
補
制
度
の
運
用
か
ら
生
じ
た
「
人
地
相
宜
」
、

つ
ま
り
適
材
適
所
で
の
人
材
使
用
が
で
き
な
い
、
と
い

う
矛
盾
で
あ
っ
た
。

外
補
制
度
と
は
、
中
央
吏
部
で
の
詮
還
の
ほ
か
に
、
各
省
が
一
部
の
府
州
牒
地
方
官
ポ
ス
ト
を
候
補
官
に
充
て
る
制
度
で
あ
っ
た
。
但
し
、

康
照
年
聞
の
後
宇
か
ら
始
ま
っ
た
外
補
制
度
の
運
用
は
、
思
わ
ぬ
壁
|
|
考
課
制
度
ー
ー
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
地
方
の
督
撫
が
せ
っ
か
く
入

手
し
た
人
事
権
を
思
い
の
ま
ま
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

者
に
封
し
て
連
帯
責
任
を
徹
底
し
て
追
及
す
る
。
し
か
も
、

い
っ
た
ん
庭
分
を
受
け
る
と
、
そ
の
官
員
が
「
開
復
」
さ
れ
る
ま
で
に
人
事
の
異

85 

す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
清
朝
の
考
課
規
定
は
非
常
に
綿
密
な
も
の
で
あ
り
、
首
の
責
任
者
一
人
の
責
任
を
追
及
す
る
と
と
も
に
、
関
係

動
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
は
「
適
材
適
所
」
と
い
う
理
念
か
ら
生
ま
れ
た
外
補
制
度
の
も
と
で
は
、

督
撫
は
、
そ
の
「
適
所
」
な
ポ
ス
ト
に
「
適
材
」
の
人
物
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
、
そ
の
人
事
権
は
拘
束
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
乾
隆
年
間
前
期
の
外
補
制
度
は
、
な
お
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
外
補
制
度
の
不
備
を
は
じ
め
て
指
摘
し
た
の
は
、
地
方
の
督
撫
で
あ
っ
た
。

乾
隆
三

O
年
(
一
七
六
五
)
八
月
初
五
日
、
河
南
巡
撫
阿
思
恰
は
、
「
因
公
参
罰
有
碍
陸
調
」
を
理
由
に
上
奏
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
阿
思
恰

は
、
ま
ず
外
補
で
使
え
る
官
員
の
資
格
要
件
と
し
て
、
歴
任
三
年
な
い
し
五
年
の
聞
に
、
庭
分
を
受
け
て
い
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
考
課
制
度
の
も
と
で
は
、
「
因
公
議
慮
」
が
な
か
な
か
克
れ
な
い
た
め
、
「
精
明
強
幹
」
の
者
は
「
公
罪
」
で
「
降

661 

革
留
任
」
を
「
議
慮
」
さ
れ
る
た
め
、
必
要
な
時
に
彼
ら
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
封
し
、
そ
の
庭
分
を
受
け
て
い
な
い
の
が
、
ほ
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と
ん
ど
「
簡
僻
小
口
巴
」
で
の
「
才
具
中
平
」
の
者
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
地
方
の
現
肢
を
報
告
し
た
。
結
局
、
則
例
の
規
定
に
合
致
し
、
職
務

に
堪
え
う
る
人
材
を
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
、
「
降
革
留
任
」
の
慮
分
が
あ
れ
ば
、
吏
部
が
そ
の
人
事
案
を
す
ぐ
却
下
し
て
し
ま
う
こ
と

な
ど
、
外
補
制
度
運
用
中
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
問
題
の
解
決
方
法
を
述
べ
る
前
に
、
阿
思
恰
は
、
「
革
職
降
調
」
の
庭
分
を
受
け
た
者
は
、
時
に
は
引
見
で
「
聖
恩
」
を
蒙
り
復
職
し

た
事
例
が
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
よ
り
軽
い
「
降
革
留
任
」
お
よ
び
「
展
参
」
で
の
延
期
庭
分
を
受
け
た
「
能
昌
(
」
は
、
か
え
っ
て
「
入
選
」
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
「
惜
し
む
べ
き
」
こ
と
で
あ
る
、
と
指
摘
し
た
。
そ
の
上
、
阿
思
恰
は
、
「
要
快
得
人
」
の
た
め
、
「
因
公
註
誤
」
さ

れ
、
「
降
草
留
任
」
の
庭
分
と
「
展
審
」
で
の
延
期
庭
分
を
受
け
た
者
が
、
「
随
時
指
復
」
で
き
る
よ
う
提
案
し
た
。
な
お
、
吏
部
の
立
場
を
配

慮
し
た
か
た
ち
で
、
「
特
参
」
で
「
降
草
離
任
」
し
た
官
員
は
針
象
外
で
あ
り
、
指
復
の
基
準
・
規
定
な
ど
に
つ
い
て
は
吏
部
の
判
断
に
従
う
、

(
幻
)

ル」
1
v
h
ん。

乾
隆
帝
が
阿
思
恰
の
上
奏
を
見
た
の
は
八
月
一
五
日
で
あ
っ
た
。
軍
機
慮
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

そ
の
日
、
皇
帝
が
見
た
四
十
三
通
の
上
奏
丈

86 

の
う
ち
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
知
這
了
」
と
株
批
し
た
の
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
「
該
部
議
奏
」
と
株
批
し
た
の
は
、
こ
の
阿
思
恰
の
上
奏
丈

(
お
)

の
み
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
上
奏
丈
が
皇
帝
の
日
に
と
ま
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
乾
隆
帝
が
、
外
補
制
度
運
用
中
の
「
遁

材
適
所
」
問
題
の
重
要
性
に
試
が
つ
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

吏
部
は
皇
帝
の
指
示
を
受
け
て
、
阿
思
恰
の
提
案
を
検
討
し
た
結
果
、
九
月
初
八
日
で
報
告
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
吏
部
は
「
降
草
留
任
」

の
常
時
掲
復
を
認
め
、
指
復
す
る
に
は
京
師
で
手
績
き
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
一
方
で
、
彼
が
提
案
し
た
「
展
参
」
に
よ
る
延
期
庭
分

の
指
復
に
つ
い
て
、
「
展
参
」
庭
分
が
犯
人
の
逮
捕
に
か
か
わ
る
重
要
性
を
理
由
に
反
封
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
督
撫
の
提
案
に
よ
り
、

(
約
)

「
降
革
留
任
」
の
常
時
指
復
は
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。



②
「
推
広
摘
復
之
例
」
の
認
可
と
摘
復
の
恒
常
化

し
か
し
、
こ
の
時
に
い
っ
た
ん
確
立
さ
れ
た
指
復
の
規
定
が
、
恒
常
的
な
制
度
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
乾
隆
三
五
年
(
一

七
七

O
)
に
な
っ
て
、
乾
隆
帝
は
「
現
行
事
例
」
を
さ
ら
に
掻
大
す
る
方
向
で
、
自
ら
こ
の
問
題
を
も
う
い
ち
ど
提
起
し
た
。

そ
の
年
の
一

O
月一

一
日
、
乾
隆
帝
は
、
担
納
の
賓
施
を
「
究
於
事
樫
非
宜
」
(
図
の
人
事
行
政
の
あ
る
べ
き
姿
に
と
っ
て
き
わ
め
て
宜
し
く
な
い

こ
と
)
と
認
め
な
が
ら
、
す
で
に
恒
常
化
し
た
「
貢
監
」
と
「
封
典
」
に
加
え
て
、
「
慮
街
」
と
「
降
革
留
任
」
の
「
指
復
」

(ω) 

す
る
護
言
を
し
、
そ
の
正
首
性
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

の
損
納
を
肯
定

職
務
上
の
理
由
で
「
降
級
留
任
」
と
「
草
職
留
任
」
の
庭
分
を
受
け
た
官
員
は
、
完
全
に
排
斥
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
留
任
を
認

い
っ
た
ん
庭
分
を
受
け
る
と
、
そ
の
官
員
は
昇
進
と
轄
任
が
で
き
な
く
な
り
、
数
年
後
の
開
復
を
待
た

め
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
官
員
の
な
か
に
は
有
能
な
人
材
が
あ
り
、
些
細
な
過
失
で
数
年
間
昇
進
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
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故
に
そ
の
指
復
を
許
し
、
改
心
さ
せ
た
う
え
で
職
務
に
遇
進
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
。
こ
れ
は
、
乾
隆
帝
が
損
復
を
恒
常
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
論
理
で
あ
っ
た
。
乾
隆
帝
が
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
、
阿
思
恰
が
数
年
前
に

上
奏
で
述
べ
た
こ
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
乾
隆
帝
の
濁
断
で
「
降
革
留
任
」
(
「
降
級
留
任
」
と
「
革
職
留
任
」
)
の
損
復

が
「
現
行
事
例
」
の
一
項
目
と
し
て
固
定
さ
れ
、
常
時
に
賓
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

乾
隆
帝
は
上
記
の
上
識
で
「
降
革
留
任
」
以
外
の
庭
分
の
拍
復
に
つ
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
上
識
の
本
音
、

つ
ま
り
①
「
現
行
事

例
」
の
項
目
を
さ
ら
に
掻
大
す
る
こ
と
、
②
拍
復
可
否
の
基
準
を
「
因
公
」
、

つ
ま
り
公
務
執
行
に
と
も
な
う
過
失
と
す
る
こ
と
を
す
ぐ
理
解

し
た
官
僚
が
い
た
。

一
一
月
二

O
日
、
大
皐
土
手
縫
善
ら
が
乾
隆
帝
の
指
示
に
従
い
、
「
降
革
留
任
」
の
指
復
規
定
な
ど
を
上
奏
し
た
こ
と
を

受
け
て
、
監
察
御
史
哀
藍
は
一
一
月
三

O
日
に
、
「
皇
仁
」
を
さ
ら
に
「
公
罪
」
に
よ
っ
て
「
降
級
調
用
」
と
「
革
職
調
用
」
の
庭
分
を
受
け

た
者
に
「
推
庚
」
し
よ
う
と
し
て
、
「
推
麿
指
復
之
例
」
を
上
奏
し
た
。
そ
の
日
、
乾
隆
帝
は
「
原
議
大
臣
」
の
手
権
善
ら
に
封
し
、
衰
監
の
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提
案
を
検
討
し
て
報
告
せ
よ
、
と
命
じ
た
。
手
織
善
ら
は
議
論
し
た
結
果
、
「
降
級
調
用
」
や
「
革
職
調
用
」
の
庭
分
を
受
け
て
す
で
に
「
離
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任
」
し
た
者
が
、
「
降
級
留
任
」
「
革
職
留
任
」
の
庭
分
者
に
比
べ
由
処
分
軽
重
の
「
不
同
」
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
な
か
の
「
事
属
国
公
」
ま
た

は
「
牽
連
被
議
」
で
庭
分
さ
れ
た
者
、

し
か
も
「
急
思
報
放
」
さ
せ
る
べ
き
者
に
封
し
て
は
、
常
時
に
損
復
を
許
す
べ
き
で
あ
る
、
と
一
一
一
月

一
一
一
日
に
上
奏
し
て
、
即
日
に
裁
可
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
哀
藍
が
提
案
し
た
「
推
債
指
復
之
例
」
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
、
「
降
級

調
用
」
と
「
草
職
調
用
」
も
、
常
時
に
損
復
で
き
る
項
目
と
し
て
「
現
行
事
例
」
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
。

「
降
級
調
用
」
の
指
復
に
つ
い
て
は
、
①
庭
分
後
、
「
加
級
記
録
」
に
よ
る
「
抵
錆
」
を
禁
じ
ら
れ
た
者
、
②
「
翰
魯
科
遁
侍
衛
」
以
上
の

京
官
、
③
「
藩
臭
線
兵
」
以
上
の
外
官
、
④
京
察
大
計
な
ど
で
庭
分
さ
れ
た
者
、
な
ど
を
除
い
て
、
「
損
復
原
官
補
用
」
が
許
さ
れ
た
。
つ
ま

り
、
上
記
し
た
①
l
④
の
者
を
除
く
「
公
罪
」
で
「
降
級
調
用
」
の
庭
分
を
受
け
た
者
は
、
指
納
を
し
て
「
原
官
」
に
復
時
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
「
降
級
調
用
」
に
慮
分
さ
れ
た
知
牒
が
指
復
す
る
場
合
、
「
降
」
さ
れ
る
「
一
級
」
の
指
復
基
準
は
銀
九
百
雨
で
あ
っ

た
。
そ
れ
以
上
の
「
降
」
さ
れ
る
「
級
」
が
あ
れ
ば
、

そ
の
基
準
額
(
銀
九
百
雨
)
の
ほ
か
に
、
「
一
級
」
に
附
き
銀
四
百
五
十
雨
(
つ
ま
り
、
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「
一
級
」
の
掲
復
基
準
×
0
・
五
)
を
指
納
す
れ
ば
、
「
原
官
」
に
復
蹄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
革
職
調
用
」
の
指
復
に
つ
い
て
は
、
①
「
特
旨
」
で
「
革
職
」
さ
れ
た
者
、
②
「
翰
倉
科
遁
侍
衛
」
以
上
の
京
官
、
③
「
藩
呆
線
丘
ハ
」
以

上
の
外
官
、
④
京
察
大
計
な
ど
で
庭
分
さ
れ
た
者
、
⑤
「
、
水
不
設
用
」
の
庭
分
を
受
け
た
者
、
な
ど
に
よ
る
拍
復
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
「
革
職

調
用
」
の
慮
分
を
受
け
た
も
の
の
、
「
職
街
頂
帯
」
を
「
賞
給
」
さ
れ
た
者
は
、
「
降
等
指
復
補
用
」
、

つ
ま
り
庭
分
前
の
「
原
官
」
よ
り
「

生
寸
」
な
い
し
つ
一
等
」
下
の
ポ
ス
ト
を
拐
復
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
革
職
調
用
」
さ
れ
た
正
四
品
の
遁
員
は
、

銀
三
千
八
百
雨
で
正
五
品
の
府
同
知
ま
た
は
直
隷
州
知
州
を
指
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
降
級
調
用
」
と
「
革
職
調
用
」
の
揖
復
は
「
離
任
」
し
た
者
を
封
象
と
す
る
制
度
で
あ
る
た
め
、
そ
の
す
で
に
「
離
任
」
し
て
、
指
復
の

基
準
に
従
い
指
納
し
て
慮
分
を
解
除
し
て
も
ら
っ
た
者
は
、
吏
部
で
の
月
還
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
、
さ
ら
に
「
鹿
補
班
」
の
よ
う
な

資
格
を
損
納
す
れ
ば
、

よ
り
早
く
ポ
ス
ト
に
就
く
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
拍
復
を
し
て
「
聞
復
班
」
で
月
選
を
待
つ
知
牒
は
、

さ
ら
に
銀
六
百
雨
を
「
加
指
」
す
れ
ば
、
「
開
復
班
」
よ
り
先
に
採
用
さ
れ
る
「
磨
補
班
」
に
入
る
候
補
資
格
を
入
手
で
き
る
、
と
い
う
。



こ
の
よ
う
に
、
乾
隆
三
五
年
に
な
っ
て
、
「
降
革
留
任
」
と
「
降
草
離
任
」
の
損
復
は
よ
う
や
く
恒
常
化
さ
れ
、
常
時
に
損
納
で
き
る
「
現

(
H
U
)
 

行
事
例
」
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
清
末
ま
で
賓
施
さ
れ
て
い
た
。
遁
光
年
聞
の
『
現
行
常
例
」
(
道
光
二
九
年
、

(
幻
)

い
ず
れ
も
損
復
の
規
定
が
あ
る
。

一
八
四
九
年
)

同
治
・
光
緒
年
聞
の

「
増
修
現
行
常
例
』
(
同
治
一

O
年、

一
八
七
一
年
)
な
ど
に
は
、

四

揖
復
の
一
般
手
順

乾
隆
三
五
年
(
一
七
七
O
)
、
損
復
は
制
度
化
さ
れ
、
常
時
に
指
納
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
損
復
の
手
順
は
基
本
的
に
康
鼎
年
間
以
来
の

方
法
を
踏
襲
し
た
。
以
下
で
は
、
史
料
を
総
合
し
て
そ
れ
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

【
申
請
】
損
復
者
本
人
が
、
損
復
申
請
の
呈
丈
を
吏
部
に
提
出
す
る
。
そ
の
な
か
で
、
指
復
申
請
者
は
、
任
官
履
歴
の
ほ
か
、
庭
分
を

受
け
た
事
案
、
本
件
以
外
の
庭
分
、
お
よ
び
任
期
中
で
三
百
雨
以
上
の
未
納
銭
糧
の
有
無
を
聾
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
審
査
】
吏
部
は
そ
の
呈
丈
を
受
け
と
っ
た
あ
と
、
考
功
司
に
庭
分
の
経
緯
、
戸
部
に
「
快
項
」
の
有
無
を
確
認
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
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を
踏
ま
え
て
、
吏
部
は
、
「
磨
准
醸
駁
」
の
原
案
を
作
成
し
、
毎
月
に
一
度
「
柔
奏
」

L
、
指
復
申
請
者
を
謁
見
さ
せ
て
、
皇
帝
の
裁
可

を
仰
ぐ
。

皇
帝
は
、
吏
部
が
上
奏
し
た
原
案
を
も
と
に
、
拍
復
申
請
の
許
可
を
最
終
的
に
判
断
す
る
。
皇
帝
が
許
可
し
た
場
合
、
吏
部
は
そ
の
旨

を
拍
復
申
請
者
と
戸
部
に
知
ら
せ
る
。

【
納
附
】
拐
復
申
請
者
は
、
皇
帝
の
聖
旨
を
受
け
た
日
よ
り
一
一
一
箇
月
以
内
に
、
「
拐
項
」
、

つ
ま
り
金
銭
を
戸
部
に
納
附
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
戸
部
は
指
復
申
請
者
の
「
揖
項
」
を
受
け
取
っ
た
あ
と
、
そ
の
人
に
釘
し
「
執
照
」
を
護
行
す
る
と
と
も
に
、
苔
丈
で
吏
部
に

「
知
照
」
す
る
。

空
白
日
】
吏
部
は
、
戸
部
の
「
知
照
」
を
受
け
、
月
に
一
度
「
葉
奏
」
を
行
い
、
皇
帝
に
封
し
慮
分
の
解
除
を
最
終
的
に
申
請
す
る
。
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こ
の
な
か
で
、
吏
部
は
、
損
復
申
請
者
ご
と
に
底
分
さ
れ
た
経
緯
、
納
入
し
た
金
銭
の
数
を
報
告
す
る
。
た
と
え
ば
、
乾
隆
四
二
年
(
一
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七
七
七
)
九
月
一
八
日
、
吏
部
は
同
年
六
月
二
九
日
l
七
月
三

O
日
に
「
納
附
」
し
た
官
僚
一
一
名
の
庭
分
解
除
に
つ
い
て
の
原
案
を
上

奏
し
、

そ
の
慮
分
の
「
査
錯
」
許
可
を
求
め
た
。
そ
の
な
か
に
、
「
革
職
」
底
分
を
受
け
た
知
府
、
筆
帖
式
、
知
牒
、
典
史
、
ま
た
は

「
降
級
調
用
」
庭
分
を
受
け
た
同
知
や
主
事
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ぃ
庭
分
を
受
け
た
事
案
は
、
「
題
本
行
丈
関
係
死
罪
事
件
、
草
卒
填

護
」
か
ら
、
「
絞
犯
在
監
白
経
」
ま
で
様
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
案
に
封
し
、
皇
帝
が
「
依
議
」
と
の
聖
旨
を
出
せ
ば
、
慮
分
は
最
終
的

(
時
)

に
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

【
候
補
】
「
降
級
留
任
」
と
「
草
職
留
任
」
の
庭
分
を
受
け
た
官
員
は
、
こ
こ
ま
で
来
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
慮
分
が
解
除
さ
れ
、
慮

分
さ
れ
る
以
前
の
朕
態
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
「
降
級
離
任
」
や
「
革
職
離
任
」
の
庭
分
を
受
け
た
官
員
は
、

慮
分
の
解
除
は
で
き
た
が
、

ポ
ス
ト
に
就
く
賦
態
に
回
復
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
彼
は
、
「
離
任
」
し
た
た
め
、

た
だ
の
官
僚
の
有
資
格
者
に
過
ぎ
ず
所
定
の
人
事
詮
選
手
績
き
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
降
級
離
任
」
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と
「
革
職
離
任
」
の
庭
分
が
解
除
さ
れ
た
者
は
、
も
う
一
度
最
初
か
ら
ポ
ス
ト
の
空
き
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
の
方
法
は
、
官
僚
系
統
の
内
部
で
時
聞
が
か
か
る
一
方
、
些
細
な
こ
と
(
書
類
の
不
備
な
ど
)
で
却
下
さ
れ
る
可
能
性
も
否
め
な
い
た
め
、

督
撫
に
よ
る
皇
帝
へ
の
直
接
申
請
は
、

よ
く
使
わ
れ
る
掲
復
の
申
請
方
法
で
あ
っ
た
。
本
人
の
か
わ
り
に
、
任
地
の
督
撫
は
、
そ
の
人
が
庭
分

さ
れ
た
理
由
、
指
復
さ
せ
る
理
由
と
そ
の
必
要
性
を
上
奏
し
、
皇
帝
の
許
可
を
直
接
伺
う
。
通
常
、
皇
帝
は
ま
ず
吏
部
に
審
議
さ
せ
る
が
、
そ

こ
で
許
可
さ
れ
れ
ば
、
指
復
者
本
人
に
封
し
、
拍
復
申
請
の
呈
丈
を
戸
部
に
提
出
す
る
よ
う
命
じ
る
。
先
の
方
法
に
比
べ
て
、
時
間
の
節
約
と

い
う
よ
り
、
皇
帝
の
許
可
を
盾
に
速
や
か
に
損
復
で
き
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
方
法
は
、
督
撫
と
そ
の
拐
復
し
た
い
者
と
の
聞
に
、
請
託
や
賄
賂
な
ど
の
不
正
を
生
ず
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
も
の

と
し
て
、
吏
部
は
何
度
も
批
判
し
た
。
た
と
え
ば
、
乾
隆
五
六
年
(
一
七
九
一
)
、
江
西
巡
撫
の
挑
棄
が
上
奏
し
て
、
管
轄
下
の
牒
で
麓
生
し
た

犯
人
が
監
獄
か
ら
逃
走
し
た
事
件
で
「
降
一
級
調
用
」
の
庭
分
を
受
け
た
九
江
府
知
府
だ
っ
た
達
桑
阿
の
た
め
に
、
知
府
の
指
復
と
「
留
省
補

用
」
を
申
請
し
た
。
こ
れ
に
封
し
、
吏
部
は
、
「
監
犯
越
獄
、
案
情
較
重
」
(
監
禁
中
の
犯
人
が
脱
獄
す
る
こ
と
で
、
案
状
は
や
や
重
い
)
と
し
て
、



そ
の
申
請
を
却
下
し
た
う
え
、
地
方
督
撫
が
「
案
情
公
私
軽
重
」
を
は
か
ら
ず
、
庭
分
さ
れ
た
「
属
員
」
の
指
復
を
申
請
す
る
こ
と
は
「
定

例
」
に
違
反
し
、
「
健
倖
」
を
啓
く
行
矯
で
あ
る
、
と
批
判
し
て
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
督
撫
の
「
奏
請
」
が
あ
れ
ば
、
吏
部
と
し
て
は
す
べ

(
糾
)

て
却
下
し
た
い
、
と
上
奏
し
た
。
乾
隆
帝
は
、
吏
部
の
判
断
を
支
持
し
た
。
我
々
は
、
こ
こ
か
ら
吏
部
と
地
方
督
撫
は
人
事
権
の
掌
握
を
め
ぐ

る
格
闘
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
地
方
の
督
撫
に
よ
る
「
属
員
」
の
指
復
申
請
は
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
遁
光
二
一
年

(
一
八
三
二
)
に
本
人
が
自
ら
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
例
」
が
一
躍
成
立
し
た
が
、
服
況
は
い
っ
こ
う
に
饗
わ
っ
て
い
な
か
っ

(
伍
)

た
と
い
う
。

市名

わ

り

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
清
朝
時
代
の
指
復
制
度
は
、
康
回
一
年
聞
か
ら
乾
隆
三

O
年
の
聞
に
明
代
の
も
の
を
踏
襲
し
た
の
ち
、
乾
隆
三
五
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年
を
め
ど
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
清
末
に
至
る
ま
で
、
多
少
の
嬰
化
が
あ
っ
た
も
の
の
、
損
復
制
度
は
、
指
納
制
度
の
「
現

行
事
例
」
を
構
成
す
る
一
部
分
と
し
て
ず
っ
と
存
在
し
て
い
た
。
清
朝
の
園
家
支
配
と
枇
舎
に
封
し
、
こ
の
制
度
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た

ら
し
た
の
か
。
以
下
、
所
見
を
の
べ
て
結
論
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
、
考
課
制
度
と
拍
復
制
度
の
併
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
影
響
で
あ
る
。
必
ず
し
も
意
国
的
に
行
わ
れ
る
と
は

一
言
え
な
い
が
、
奇
し
く
も
指
復
制
度
と
考
課
制
度
は
と
も
に
整
備
さ
れ
、
併
用
さ
れ
て
き
た
。

一
方
で
は
、
考
課
制
度
の
規
定
も
運
用
も
次
第

に
最
し
く
な
り
、
他
方
で
は
、
「
公
罪
」
で
庭
分
さ
れ
た
者
を
封
象
に
す
る
指
復
も
一
時
的
な
「
政
策
」
か
ら
園
家
の
一

「
制
度
」
と
し
て
定

着
し
て
き
た
。
考
課
制
度
の
運
用
を
通
じ
て
、
官
僚
の
綱
紀
覇
正
を
は
か
る
の
に
封
し
、
「
聞
復
」
以
上
に
庭
分
を
な
る
べ
く
早
く
解
除
で
き

る
方
法
も
用
意
し
、
官
僚
に
「
白
新
」
「
自
殺
」
の
道
を
輿
え
る
の
は
、
「
寛
」
「
最
」
を
併
用
し
、
「
恩
」
「
威
」
を
晶
兼
ね
て
施
す
も
の
と
し
て
、

惇
統
中
園
に
お
け
る
理
想
的
な
支
配
手
法
と
さ
れ
て
き
た
。
考
課
制
度
と
指
復
制
度
の
併
用
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
乾
隆
年
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聞
と
そ
れ
以
後
の
「
吏
治
」
の
状
況
を
見
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
制
度
が
そ
れ
自
身
の
標
梼
す
る
目
的
に
達
成
し
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
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考
課
制
度
の
目
的
は
、
目
標
を
よ
り
具
瞳
的
に
設
定
し
、
時
に
は
具
瞳
的
な
数
値
(
業
務
の
所
要
期
間
、
銭
糧
の
{
一
石
納
比
率
な
ど
)
を
決
め
る
こ

と
を
通
じ
て
、
官
僚
た
ち
の
勤
務
状
況
を
許
憤
し
、
そ
し
て
官
僚
人
事
と
連
動
さ
せ
、
権
力
と
地
位
な
ど
を
再
分
配
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
官
僚
に
と
っ
て
、
考
課
制
度
は
「
公
平
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
指
復
制
度
に
は
、
そ
の
よ
う
な
「
公
平

性
」
が
著
し
く
訣
け
て
い
て
い
た
。
庭
分
さ
れ
財
力
の
あ
る
者
は
損
復
で
き
る
が
、
そ
の
財
力
の
な
い
者
は
、
借
金
で
も
し
な
け
れ
ば
数
年
先

の
「
開
復
」
を
待
つ
し
か
な
か
っ
た
。
結
局
、
指
復
制
度
は
、
官
僚
に
釘
し
蓄
財
を
促
す
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
有
力
者
の
よ
う
に
指
復

し
て
い
ち
早
く
以
前
の
地
位
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
出
世
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
、
一
吐
舎
移
動
の
な
か
で
下
降
移
動
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
慮
分
さ
れ
た
者
に
「
白
新
」
「
自
殺
」

の
チ
ャ
ン
ス
を
奥
え
る
と
標
務
す
る
指
復
制
度
は
、
皮
肉
に
も
新

た
な
庭
分
候
補
者
を
再
生
産
す
る
た
め
の
装
置
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

前
近
代
の
中
園
に
お
い
て
は
、
制
度
の
成
立
に
あ
た
り
最
高
支
配
者
が
護
し
た
二
一
口
は
、
と
き
に
は
そ
の
制
度
存
在
の
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
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合
理
的
か
つ
客
観
的
な
論
語
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
個
別
の
制
度
と
し
て
、
そ
の
設
計
は
か
な
り
巌
密
的
な
も
の
と
言

え
な
く
は
な
い
が
、
個
々
の
制
度
の
併
用
に
よ
っ
て
、
時
に
は
設
計
首
初
の
意
固
に
ま
っ
た
く
反
す
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
。
考
課
制
度
と

拍
復
制
度
の
併
用
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
考
課
制
度
の
も
つ
機
能
は
、
官
僚
の
綱
紀
謂
正
を
は
か
る
一
方
、
業
績
目
標
の
達
成
度
に
麿
じ
て
強

(
将
)

制
的
に
脱
落
者
を
つ
く
り
だ
す
も
の
で
も
あ
る
。
前
近
代
中
園
で
は
、
こ
の
貼
を
は
っ
き
り
指
摘
す
る
政
治
家
が
い
た
。
清
朝
時
代
の
中
園
で

は
、
官
僚
珠
備
軍
の
人
数
は
、
官
僚
ポ
ス
ト
の
何
倍
に
も
達
し
、
官
僚
の
採
用
昇
進
に
お
い
て
「
疎
通
」
の
針
策
を
講
ず
る
こ
と
は
、
吏
部
に

と
っ
て
常
に
重
要
な
職
務
内
容
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本
来
、
考
課
制
度
を
利
用
し
て
強
制
的
に
脱
落
者
を
つ
く
り
だ
し
、

よ
り
多
い
ポ
ス
ト
を

新
人
に
提
供
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
振
り
落
と
し
た
は
ず
の
者
は
、
指
復
制
度
を
利
用
し
て
返
り
咲
い
た
。
そ
の
影

響
で
、
官
僚
の
昇
進
や
新
規
採
用
が
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
清
代
中
期
以
後
、
官
僚
人
事
の
停
滞
を
引
き
起
こ
し
た
重
要
な
原

一
部
の
「
有
能
」
な
官
僚
を
救
済
す
る
た
め
の
損
復
制
度
で
あ
っ
た
も
の
が
、

因
の
一
つ
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
あ
え
て
言
え
ば
、
本
来
、



考
課
制
度
そ
の
も
の
を
蓋
無
し
に
し
て
し
ま
い
、
官
僚
制
度
全
瞳
に
悪
影
響
を
奥
え
る
惨
憎
た
る
結
果
と
な
っ
た
。
結
局
、
考
課
制
度
と
損
復

制
度
の
並
存
は
、
固
の
商
責
道
具
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
考
課
制
度
は
、
指
復
の
「
市
場
」
を
確
保
す
る
た
め
の
装
置
と
な
り
、
指
復
の
購
入

者、

つ
ま
り
庭
分
さ
れ
一
時
脱
落
し
た
官
僚
の
集
圏
と
い
う
「
市
場
」
を
た
え
ず
開
護
し
て
維
持
し
、
今
度
は
、
そ
の
脱
落
者
た
ち
は
拍
復
制

度
を
利
用
し
て
地
位
を
回
復
す
る
。
要
す
る
に
、
考
課
制
度
は
、
官
僚
の
綱
紀
粛
正
の
た
め
の
存
在
と
い
う
よ
り
、
拐
復
制
度
を
機
能
さ
せ
る

た
め
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

次
に
、
指
復
制
度
は
督
撫
の
人
事
権
を
強
化
す
る
遁
具
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
創
始
期
に
お
い
て
は
、
明
朝
よ
り
継
承
し
て
き
た
政
策
と

し
て
の
損
復
は
、
財
政
増
牧
を
は
か
る
遁
具
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
成
立
期
と
そ
れ
以
後
で
は
、
そ
の
財
政
増
収
の
役
割
を
纏
承
す
る
一
方
で
、

人
事
の
道
具
と
し
て
の
役
割
も
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
人
事
の
遁
具
と
は
、
園
家
の
そ
れ
で
は
な
く
、
外
補
制
度
下
の

地
方
督
撫
の
掌
中
に
あ
る
遁
具
で
あ
る
。
外
補
制
度
は
、
中
央
吏
部
か
ら
濁
立
し
た
人
事
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
あ
っ
た
た
め
、
地
方
の
督
撫
に
と

っ
て
、
損
復
は
地
方
支
配
に
必
要
な
人
材
を
確
保
す
る
道
具
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
指
復
制
度
が
恒
常
化
す
る
き
っ
か
け
は
、
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外
補
制
度
を
思
い
の
ま
ま
に
運
用
で
き
な
い
地
方
督
撫
の
護
案
で
あ
っ
た
。
地
方
で
の
外
補
制
度
を
運
用
す
る
に
あ
た
り
、
督
撫
た
ち
に
と
っ

て
は
ま
だ
慮
分
を
、
つ
け
て
い
な
い
官
僚
が
い
る
な
ど
が
必
要
保
件
で
あ
っ
た
。
考
課
制
度
の
賓
施
に
よ
り
、
現
職
で
庭
分
を
受
け
て
い
な
い
地

方
官
を
見
つ
け
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
し
か
し
、
外
補
制
度
の
規
定
で
は
、
遁
首
な
人
選
の
な
い
ポ
ス
ト
は
吏
部
に
揮
し
て
詮
選
す
る
と

さ
れ
る
た
め
、
督
撫
の
人
事
権
は
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
督
撫
は
指
復
の
恒
常
化
を
提
案
し
、
そ
し
て
属
員
の
た
め
に
指
復
や
「
留

省
候
補
」
を
申
請
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
庭
分
を
受
け
た
官
僚
を
損
復
さ
せ
、
い
つ
で
も
任
命
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
督
撫
は
、

外
補
制
度
、
言
い
換
え
れ
ば
彼
ら
が
も
っ
人
事
権
の
形
骸
化
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
地
方
督
撫
が
人
事
権

を
掌
中
に
お
さ
め
、
そ
の
自
己
完
結
的
な
性
格
を
も
っ
人
事
の
小
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
い
、
と
い
う
彼
ら
の
狙
い
を
見
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
指
復
制
度
が
確
立
し
た
過
程
は
、
地
方
督
撫
の
権
力
が
掻
大
し
た
過
程
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
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と
こ
ろ
で
、
古
今
の
支
配
者
と
同
じ
よ
う
に
、
「
官
邪
」
が
「
園
家
の
敗
」
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
常
識
は
、
清
朝
時
代
の
支
配
者
も
も
ち

ろ
ん
持
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
な
ぜ
歴
代
の
支
配
者
が
な
し
え
な
か
っ
た
掲
復
を
制
度
化
し
、
掲
納
制
度
の
賓
施
に
拘
っ
て

い
た
の
か
。
財
政
面
の
配
慮
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
、
お
そ
ら
く
彼
ら
の
政
治
哲
撃
、

つ
ま
り
政
治
思
想
と
支
配
理

念
の
深
層
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
は
今
後
究
明
す
べ
き
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
清
代
に
お
け
る
損
復
制
度
の
成
立
を
考
察
し
て
、
損
復
制
度
と
考
課
制
度
の
闘
連
を
明
か
ら
清
へ
の
、
中
圃
官
僚
制
度
史
の
流

れ
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
た
。
た
だ
し
、
官
僚
へ
の
懲
戒
慮
分
全
盟
像
の
把
握
と
い
う
観
貼
か
ら
見
れ
ば
、
さ
ら
に
研
究
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
が
少
な
く
と
も
二
つ
が
あ
る
。

一
つ
は
、
刑
罰
(
「
律
」
に
よ
る
官
僚
懲
戒
)
と
庭
分
(
「
庭
分
則
例
」
に
よ
る
官
僚
庭
分
)
の
閲
係

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
購
罪
に
よ
る
懲
戒
慮
分
の
減
軽
で
あ
る
。
特
に
瞳
罪
に
つ
い
て
は
、
宋
代
に
そ
の
下
地
が
ほ
ぼ
出
来
て
お
り
、
明
代
に

(
羽
)

至
っ
て
多
面
的
な
展
開
を
見
せ
る
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。
瞳
罪
は
、
金
銭
な
ど
で
罪
や
庭
分
を
減
軽
す
る
と
い
う
面
に
限
っ
て
言
え
ば
、
指
復

と
の
共
通
貼
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

+
Z
 

(
1
)

拙
稿
「
清
代
の
拐
納
制
度
と
候
補
制
度
に
つ
い
て
|
|
指
納
出
身

者
の
登
用
問
題
を
中
心
に
|
|
」
(
岩
井
茂
樹
編
『
中
国
近
世
枇
舎

の
秩
序
形
成
」
、
京
都
、
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、
二
O
O
四

年
)
、
第
三
六
一
ー
ー
四
一
一
一
頁
を
参
照
。

(
2
)

織
出
荷
『
清
園
行
政
法
』
第
六
巻
(
東
京
、
臨
時
塞
湾
奮
慣
調
査

舎
、
一
九
一
一
一
一
年
)
、
第
二
三
二
|
二
三
四
頁
。
許
大
齢
『
清
代
指

納
制
度
』
、
許
大
齢
『
明
清
史
論
集
』
(
北
京
、
北
京
大
皐
出
版
祉
、

二
0
0
0年
)
、
第
八
二
頁
。

(
3
)

高
橋
芳
郎
『
誇
注
名
公
書
判
清
明
集
一
官
吏
門
・
賦
役
門
・
文
事

門
』
(
札
幌
、
北
海
道
大
皐
出
版
舎
、
二
O
O
八
年
)
、
第
今
一
一
一
一
一

さ
ら
に
研
究
を
進
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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一
二
五
頁
。
な
お
、
宋
代
の
官
僚
庭
分
に
つ
い
て
、
以
下
の
研
究
を

参
照
し
た
。
梅
原
郁
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
、
『
東
方
向
学
報
』
、
(
京

都
)
第
六
七
明
、
会
九
九
五
年
三
月
、
第
二
四
一
二
八
九
一
良
。
苗

書
梅
『
宋
代
官
員
選
任
輿
管
理
制
度
』
(
開
封
、
河
南
大
挙
出
版
一
吐
、

一
九
九
六
年
)
、
第
四
六
六
四
九
一
頁
一
同
「
宋
代
瓢
降
官
員
殺

復
之
法
」
(
『
河
北
大
向
晶
子
挙
報
【
哲
向
晶
子
世
曾
科
学
版
】
』
、
一
九
九
O
年

第
三
期
、
第
三
六
四
一
頁
。

(
4
)

「
(
寓
暦
)
大
明
合
同
典
』
(
揚
州
、
慶
陵
童
H

祉
、
二

O
O
七
年
)
、

巻
一
二
、
考
功
清
吏
司
、
考
薮
通
例
、
第
二
二
八
二
二
九
頁
。

『
吏
部
職
掌
・
考
功
清
吏
司
・
有
司
科
・
陸
降
定
格
』
、
四
庫
全
書
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存
日
叢
書
第
二
五
八
冊
第
一
七
一
百
R
o

(
5
)

『
明
史
』
(
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
)
、
巻
七
今
、
選
挙

志
、
第
一
七
二
一
ー
ー
一
七
二
四
頁
。

(
6
)

車
恵
媛
「
明
代
に
お
け
る
考
課
政
策
の
愛
化
」
、
「
東
洋
史
研
究
』
、

第
五
五
巻
第
四
披
、
一
九
九
七
年
三
月
、
第
一
四
O
頁。

(
7
)

拙
稿
「
明
代
指
納
制
度
試
探
」
、
『
明
清
論
叢
』
第
七
輯
(
北
京
、

紫
禁
城
出
版
祉
、
二

O
O
六
年
)
、
第
五
五
八

O
頁。

(
8
)

『
明
英
宗
賓
銭
円
巻
一
八
八
、
景
泰
元
年
間
正
月
戊
午
、
吉
雷
神
同

中
央
研
究
院
照
史
語
言
研
究
所
校
印
本
(
以
下
同
)
第
三
八
三
六
頁
。

フ
戸
部
奏
大
同
賞
府
急
扶
馬
草
、
民
間
供
給
不
敷
、
請
救
吏
部
暫
令

聴
選
官
井
承
差
有
能
輪
草
千
五
百
束
、
耕
一
事
官
輪
草
二
千
束
者
、
即

時
用
、
麿
降
者
加
輪
千
五
百
束
、
復
其
原
職
。
」

(
9
)

『
明
英
宗
賓
銭
円
巻
一
九
四
、
景
泰
元
年
七
月
戊
辰
、
第
四
一

。
。
|
四
一

O
一頁。

(
日
)
『
吏
部
職
掌
・
文
選
清
吏
司
・
訣
科
・
清
理
員
快
』
、
四
庫
全
圭
一
目

存
日
叢
童
日
史
部
第
二
八
五
冊
第
二
三
頁
。

(
日
)
『
中
園
明
朝
槍
案
線
医
」
(
桂
林
、
慶
凶
師
範
大
向
学
出
版
祉
、
二

0
0
一
年
)
、
無
賊
被
菟
官
吏
人
等
及
有
臓
例
無
冠
帯
者
途
災
荒
去

庭
納
米
還
職
著
役
冠
帯
例
、
第
八
七
珊
第
九
三
九
八
頁
。

(
ロ
)
『
明
世
宗
賓
銭
円
巻
二

0
0
、
嘉
靖
一
六
年
五
月
戊
申
、
第
四

一二

O

四
二
二
一
頁
。

(
日
)
『
明
英
宗
賓
録
』
、
巻
一
九

O
、
景
泰
元
年
三
月
辛
亥
、
第
三
九

。
二
三
九

O
三
頁
。

(
比
)
『
明
英
宗
{
貰
銭
円
巻
二

O
九
、
景
泰
二
年
一

O
月
庚
寅
、
第
四

五
O
五
頁
。

(
日
)
「
明
英
宗
(
貫
録
」
、
巻
三
五

O
、
天
順
七
年
三
月
乙
卯
、
第
七

O

四

二

七

O
四
三
頁
。

(
同
)
「
明
憲
宗
(
貫
録
』
、
巻
二
二
、
成
化
元
年
一

O
月
丁
亥
、
第
四
三

五
回
三
六
頁
一
同
書
、
巻
二
五
、
成
化
二
年
正
月
己
巳
、
第
五

O

七

五

O
八
頁
。

(
口
)
宮
崎
一
市
「
清
初
に
お
け
る
官
僚
の
考
成
|
|
清
初
財
政
史
の
一

的
(
会
)
」
、
『
釧
路
論
集
』
、
第
会
焼
、
一
九
七
O
年
三
月
、
第
一
一
一

六
O
自
R
o

火
口
井
陽
子
「
明
朝
官
僚
の
徴
税
青
月
任
|
|
考
成
法
の
再

検
討
|
|
」
、
『
史
林
』
第
八
五
巻
第
三
抜
、
二

O
O
二
年
五
月
、
第

三
三
六
七
頁
。
小
野
達
哉
「
清
初
地
方
官
の
考
課
制
度
と
そ
の
婆

化
」
、
『
史
林
』
、
第
八
五
を
第
六
抜
、
二

O
O
二
年
一
一
月
、
第
三

四
|
六
一
一
良
。

(
凶
)
「
陸
臨
其
年
譜
』
(
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
三
年
)
、
第
四
二

頁。

(
日
)
「
清
聖
岨
賓
録
』
、
巻
三
三
、
康
照
九
年
四
月
平
卯
、
北
京
中
華

主
目
局
一
九
八
六
|
一
九
八
七
年
影
印
本
第
四
冊
第
四
四
一
頁
。
な
お
、

谷
井
陽
子
「
清
代
省
例
則
例
考
」
(
『
東
方
向
学
報
』
、
(
京
都
)
第
六
七

朋
、
会
九
九
五
年
三
月
)
、
第
一
九
五
二

O
二
頁
を
参
照
。

(
鈎
)
「
清
聖
租
賓
録
』
、
巻
一
一
三
、
康
照
二
二
年
一
一
月
乙
園
、
第

五
冊
第
一
六
五
一
六
六
頁
。
『
(
嘉
正
)
欽
定
吏
部
庭
分
則
例
』

(
海
口
、
海
南
出
版
枇
、
二

0
0
0
年
)
、
巻
四
二
、
刑
、
審
断
、

州
豚
事
件
、
故
宮
珍
本
叢
刊
本
第
二
八
一
柵
第
三
六
七
三
六
八
頁
。

(
幻
)
「
羅
正
刺
内
閣
六
科
史
書
・
吏
科
』
(
桂
林
、
出
回
西
師
範
大
島
ナ
出

版
枇
、
二

0
0
二
年
)
、
第
六
冊
第
一
一
一

O
頁。

(
幻
)
谷
井
陽
子
「
清
代
省
例
則
例
考
」
、
第
一
一
一
一
ー
ー
一
二
四
頁
を
参
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昭…。

(
幻
)
『
六
部
庭
分
則
例
』
、
巻
一

O
、
印
信
、
遺
失
印
信
、
第
二
六
回

二
六
六
頁
。
拙
稿
「
官
印
和
文
書
行
政
」
、
周
紹
泉
等
編
『
侭
園

際
徽
皐
皐
術
討
論
曾
論
文
集
」
(
合
肥
、
安
徽
大
皐
出
版
壮
、
二

0

0
0年
)
、
第
三
三
二
三
五
八
頁
。

(
但
)
『
嘉
正
朝
内
閣
六
科
史
書
・
吏
科
」
、
第
一
一
一
一
冊
第
八
五
|
九
六

頁
。
『
無
錫
金
医
師
脚
志
』
(
光
緒
七
年
刊
本
)
、
巻
一
五
、
職
官
、
第

四
六

a
頁
。
『
文
陸
閑
精
紳
全
書
』
(
嘉
正
二
年
刊
本
)
、
江
南
、
無

錫
際
。

(
お
)
『
欽
定
六
部
庭
分
則
例
』
、
巻
四
一
、
盗
賊
、
外
省
盗
案
、
近
代

中
園
史
料
叢
刊
初
編
影
印
本
第
八
二

O
頁。

(
お
)
中
央
研
究
院
歴
史
詩
一
百
研
究
所
裁
清
代
内
閣
大
庫
檎
案
(
以
下
、

内
閣
大
庫
檎
案
と
略
稀
)
、
第
O
一
五
六
九
七
披
。
『
明
清
槍
案
』
第

O
四
O
明
(
蓋
北
、
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
八
四
年
)
、
第
B

二
二
八
八
九

B
二
二
八
九
五
頁
。
な
お
、
張
偉
仁
『
清
代
法
制
研

究
』
、
第
二
冊
第
四
八
九
五
O
一
頁
を
参
照
。

(
幻
)
内
閣
大
庫
槍
案
、
第
O
二
八
八

O
七、

O
五
二
七
八

O
競。

(
お
)
大
野
晃
嗣
「
清
代
加
級
考
|
|
中
園
官
僚
制
度
の
一
側
面
」
、
『
史

林
』
、
第
八
四
巻
第
六
競
、
二

O
O
一
年
一
一
月
、
第
一
|
一
二
五
頁
。

(
却
)
『
定
例
類
抄
』
(
羅
-
止
年
間
刊
本
)
、
巻
五
、
吏
部
、
降
復
、
第
二

一一

b
頁
。
『
欽
定
吏
部
鐙
選
章
程
』
(
同
治
二
一
年
刊
本
)
、
巻
一
六
、

陸
調
、
再
陸
再
任
人
員
謄
徽
罰
俸
銀
雨
、
第
四
b

一
五
日
頁
。

(
初
)
謬
茶
孫
『
雲
自
在
禽
筆
記
』
、
『
卜
U
附
字
葉
刊
』
第
四
編
(
上
海
、
上

海
図
粋
山
川
子
報
祉
、
一
九
二
二
年
)
、
下
珊
第
六
日

b
頁
。
「
凡
肉
公

註
誤
革
職
、
在
京
文
武
田
口
問
官
以
下
、
在
外
道
員
副
将
以
下
、
並
江

南
生
寸
省
抗
糧
案
内
革
職
官
、
准
士
、
奉
人
、
生
員
、
倶
准
損
銀
、
照

原口
m
録
用
。
」

(
況
)
「
清
史
列
惇
』
(
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
て
を
一

O
、

徐
乾
向
学
、
第
六
七
人
員
。

(
沼
)
内
閣
大
庫
槍
案
、
第
O
二
六
一
五
九
抜
。
張
偉
仁
編
「
明
清
槍

案
』
第
一
四
四
冊
(
吉
室
北
、
聯
経
山
版
事
業
公
司
、
一
九
八
八
年
)

第
B
八
ム
一

O
七

B
八
一
一

O
九
頁
を
参
照
。
「
議
誇
糧
遂
事

例
」
の
賓
施
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、
『
清
史
稿
・
選
奉
志
七
」
は

羅
正
二
一
年
と
し
て
い
る
が
、
課
り
で
あ
る
。

(
お
)
「
清
高
宗
(
貫
録
』
、
巻
二
一
七
、
乾
隆
九
年
五
月
乙
巳
、
第
一
一

明
第
七
九
八
七
九
九
頁
。

(
社
)
「
清
高
宗
賓
録
』
、
巻
二
二

O
、
乾
隆
九
年
七
月
丙
戊
、
第
二
一

明
第
八
三
六
八
三
七
頁
。

(
お
)
『
清
高
宗
賓
録
』
、
省
二
七
五
、
乾
隆
一
今
年
九
月
己
未
。
内
閣

大
庫
棺
案
、
第
O
二
六
一
五
九
競
。
張
偉
仁
編
『
明
治
指
案
』
第
一

四
四
冊
第
B
八
一
会

(U
七

B
八
一
一

O
九
頁
を
参
照
。

(
お
)
内
閣
大
庫
槍
案
、
第
O
五
二

O
八
一
披
。

(
幻
)
「
宮
中
槍
乾
隆
朝
奏
摺
」
第
二
五
加
二
量
北
、
園
立
故
宮
博
物
院
、

一
九
八
四
年
)
、
第
六
六
七
|
六
六
八
頁
。
内
閣
大
庫
槍
案
、
第
O

六
四
六
三
八
披
。

(
お
)
「
乾
隆
朝
軍
機
慮
随
手
登
記
棺
』
第
一
七
冊
(
桂
林
、
慶
西
師
範

大
島
ナ
出
版
祉
、
二

0
0
0年
)
、
乾
隆
三

O
年
八
月
一
五
日
、
第
二

九
二
二
九
四
頁
。

(
ぬ
)
「
清
高
宗
賓
録
』
、
巻
七
四
四
、
乾
隆
三

O
年
九
月
半
巳
、
第
一

八
冊
第
一
八
八
頁
。
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(
川
町
)
『
清
高
宗
賓
銭
円
巻
八
七
O
、
乾
隆
三
五
年
一
O
月
発
未
、
第

一
九
冊
第
六
七
O
頁
。
「
歪
降
革
留
任
人
昌
月
、
原
属
肉
公
由
処
分
。
且

其
人
向
不
歪
於
掻
棄
、
是
以
量
珠
加
恩
、
停
得
在
任
自
殺
。
但
一
経

議
慮
、
即
停
其
陸
韓
、
直
待
数
年
無
過
、
方
准
開
復
。
従
前
曾
有
損

復
之
例
、
復
経
部
議
捌
除
。
第
念
此
等
人
員
内
、
未
嘗
無
可
及
鋒
而

用
之
人
、
若
以
微
血
目
海
滞
多
年
、
亦
資
可
情
、
白
山
品
川
山
准
援
例
損
復
。

伴
得
出
勉
白
新
。
」

(
日
)
『
(
光
緒
)
大
清
舎
典
事
例
』
(
吉
区
北
、
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九

七
六
年
)
、
巻
八
六
、
吏
部
、
庭
分
例
、
官
員
開
復
、
第
六
二
一
七

|
六
一
一
一
八
百
円
。
『
清
高
宗
{
貫
録
」
、
各
八
七
O
、
乾
隆
三
五
年
一
O

月
突
未
、
第
会
九
皿
山
第
六
七
O
頁
。
「
乾
隆
朝
軍
機
慮
随
手
登
記

槍
』
第
二
二
冊
、
乾
隆
三
五
年
一
一
月
三
O
日
、
第
四
六
九
|
四
七

O
頁
。
中
圏
第
一
一
歴
史
槍
案
館
所
裁
清
代
寧
古
塔
副
都
統
街
門
槍
案
、

第
九
四
。
『
川
楚
善
後
誇
備
事
例
』
(
嘉
慶
三
年
刊
本
)
、
第
二
冊
第

二
五
日
四
五

a
頁
。
超
徳
貴
「
清
代
乾
隆
朝
『
推
慶
指
復
之
例
」

研
究
」
、
「
歴
史
槍
案
』
、
一
九
九
四
年
第
一
競
、
第
九
八
一
O
八

頁
(
こ
の
論
文
は
、
制
度
へ
の
誤
解
は
あ
る
が
、
『
推
虞
損
復
之

例
』
を
は
じ
め
て
紹
介
し
た
)
o

も
ち
ろ
ん
、
乾
隆
三
五
年
以
後
、

指
復
規
定
の
微
調
整
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
三
百
雨
以
上
の
未
完

「
官
項
」
が
あ
れ
ば
、
損
復
の
白
・
請
は
許
可
し
な
い
と
さ
れ
る
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(
『
清
高
宗
賓
銭
円
巻
九
一
二
O
、
乾
隆
三
八
年
間
三
月
甲
戊
、
第
二

O
冊
第
五
一
七
五
一
八
頁
)
o

紙
而
の
関
係
で
省
略
し
た
い
。

(
必
)
「
現
行
常
例
』
(
遁
光
二
九
年
江
蘇
布
政
使
司
街
門
刊
本
)
、
第
四

一
a

七
五

a
頁
。
『
増
修
誇
飼
事
例
附
増
修
現
行
常
例
』
(
古
室
北
、

華
文
書
局
、
一
九
六
八
一
九
六
九
年
)
、
中
華
文
史
叢
書
第
六
輯

第
五
六
五
六
回
一
員
。

(
必
)
一
一
一
内
閣
大
庫
棺
案
、
第
O
四
八
七
一
七
競
。

(
仏
)
『
清
高
宗
賓
録
』
、
者
二
二
八
八
、
乾
隆
五
六
年
一
O
月
乙
己
、

第
二
六
冊
第
六
三
六
白
ハ

0

(
必
)
「
欽
定
六
部
↑
挺
分
則
例
」
、
巻
二
、
降
罰
、
第
七
O
|
八
五
頁
。

(
日
叩
)
謝
世
誠
『
晩
清
道
光
成
豊
岡
治
朝
吏
治
研
究
』
(
南
京
、
南
京
師

範
大
風
字
削
版
枇
、
一
九
九
九
年
)
、
第
八
七
|
今
一
一
一
一
一
一
百
三
唐
瑞
裕

『
清
代
乾
隆
朝
吏
治
之
研
究
』
(
車
亘
北
、
文
史
折
口
山
版
祉
、
二

0
0

一
年
)
、
第
二
四
|
一
一
一
一
頁
。

(
U
)

前
注
(
5
)
車
恵
媛
「
明
代
に
お
け
る
考
課
政
策
の
繁
化
」
、
第
五

六
頁
。

(
必
)
「
春
秋
左
惇
・
桓
公
二
年
』

0

(ω)
梅
原
郁
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
、
『
東
方
向
学
報
』
、
(
京
都
)
第
六

七
加
、
一
九
九
五
年
三
月
、
第
二
四
一
二
八
九
頁
。
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quarters was near Kara-khot (Qara-qota) I hypothesize that the Yuan shi con

founded two persons with one person.

In addition, it is possible that when the Yuan army led by Toghachi chingsang

defeated the army of the Chaghatai Khanate prior to Qoshila's escape, the

offspring of Toq-temtir advanced into Uyghuristan. I surmise that they supported

Qoshila, and he had been protected by chagatai khanate, therefore Uyghuristan

again became the territory of the Chaghatai Khanate. However, Goncheg, son of

Qaban who was the elder brother of Chtibei, ruled Qamul (Hami) and did not

cease to be obedient to the Yuan dynasty. For this reason, the boundary between

Yuan and the Chaghatai Khanate was drawn between Qamul and Uyghuristan.

In this article, I supeculate that Qoshila's escape to the west and its influence

on the Yuan dynasty and the Chaghatai Khanate were closely related to actions of

descendants of Baidar.

ON THE FORMATION OF THE JUANFU SYSTEM DURING THE

QING DYNASTY, CHIEFLY IN TERMS OF THE MUTUAL

RELATIONSHIP WITH THE KAOKE SYSTEM

WuYue

In pre-modem China an extremely elaborate personnel evaluation kaoke ~ a*
system, in other words, a system that assessed bureaucratic performance on a

regular and continuous basis was instituted in order to make the uniquely high-level

bureaucratic system function even more smootWy. However during the Qing

dynasty a system of reducing punishments, in other words, a juanfu t~1i (restora

tion through payment) system was created for bureaucrats who had been demoted

or dismissed. This allowed bureaucrats who had received punishment under the

assessment system to evade punishment or lessen it by paying money to the state

and thereby revive their original status according to rules determined by the state.

Ironically, during the Qing dynasty, both the restoration and evaluation systems

were re-organized and operated in tandem. The questions of how the two systems

operated together, under what principle the rulers of the time implemented them

and then systematized the juanfu system are vital in considering the bureaucratic

system of pre-modern China and its operating principles. By elucidating these mat

ters, we can deepen our understanding of the design and operation of the early-
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modern Chinese bureaucracy, and using this as a key can consider the dominant

ideology of the period.

The aim of this article is to clarify how the juanfu system was established and

in what ways it influenced the bureaucratic system from the mid-Qing onward. In

this article I first review the establishment of the juanfu system in the Qianlong

era of the Qing and its organization, chiefly in terms of the interrelationship be

tween restoration through payment, from Ming times onward, and evaluation of

the Qing, and then examine the influence of the implementation of the juanfu sys

tem on the bureaucratic system and society. Through this examination, one sees

the inefficiency of the evaluation system due to its use in combination with the

juanfu system and the strengthening of the authority of governors and governors

general over personnel matters.

ON THE "NATIONAL BOURGEOISIE" OF THE 1950S, CONSIDERED

IN LIGHT OF THE ANTI-RIGHTIST MOVEMENT OF
THE CHINA DEMOCRATIC NATIONAL

CONSTRUCTION ASSOCIATION

MIZUHA Nobuo

I understand the "national bourgeoisie" ~ 1JJ€ jt £ ~~ *& as one the most put

upon social classes in Chinese society and see the China Democratic National Con

struction Association 9=J ~~±~~1iJr as the body that represented them political

and ideologically. The term "national bourgeoisie" has extremely strong political

overtones, and thus I have put in parentheses, but it refers to the business people

and industrialists that remained on the mainland and supported the Communist

Party (or displayed no will to openly resist it). However, they were almost all

small to mid-level entrepreneurs. Incidentally, I understand the China Democratic

National Construction Association, or Minjian for short, as a faction that repre

sented the "liberalism of the small and mid-level business people and indus

trialists. "

In this article I principally examine the policy of promoting freedom of express

ion initiated by the Communist Party in 1956 to the suppression of expression

(anti-rightist movement OCkJi1&111J*) of 1957. I understand this as ultimately being

the squashing of the spirit of liberalism that had surged in the 1940s by the Com

munist Party in 1957. The following points are those from which I approach the
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